
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
成
立

80　（722）

一
＝
ハ
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
の
法
的
基
盤
一

小

山

哲

【
要
約
】
　
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
半
ば
に
か
け
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
「
異
端
者
の
避
難
所
」
と
な
っ
た
。
西
欧
で
は
生
存
を
認
め
ら
れ
な
い
急
進
的
宗
派

を
も
含
む
多
様
な
宗
派
の
平
和
共
存
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王
朝
断
絶

後
の
空
位
期
に
宗
教
的
平
和
を
保
障
す
る
た
め
に
結
ば
れ
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
と
成
立
過
程
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

既
に
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
王
朝
断
絶
前
に
複
合
民
族
国
家
の
伝
統
と
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
身
分
的
結
合
に
由
来
す
る
執
行
権
力
の
機
能
不
全
に
よ
り
事
実
上
の
寛
容
が

支
配
し
て
い
た
こ
と
、
連
盟
協
約
の
意
図
は
新
た
な
体
制
の
創
出
に
で
は
な
く
、
空
位
期
と
い
う
葬
常
時
に
可
能
な
限
り
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
こ
と
、
こ
の
協
約
に
よ
リ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
は
従
来
通
り
生
存
す
る
権
利
を
保
障
さ
れ
る
一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
「
領
主
の
信
仰
選
択
権
」
問
題

を
意
図
的
に
曖
昧
な
も
の
に
と
ど
め
る
と
同
時
に
聖
職
禄
の
保
全
を
取
り
付
け
た
こ
と
、
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
三
巻
五
号
　
一
九
九
〇
年
九
月

　
　
　
　
　
　
※

は
　
じ
　
め
　
に

イ
タ
リ
ア
人
反
三
位
一
体
派
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
オ
キ
ー
ノ
じ
u
Φ
霞
ρ
巳
貯
o
O
。
げ
ぎ
。
が
七
六
歳
の
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
冬
の
最
中
に

チ
ュ
ー
リ
ヒ
を
追
放
さ
れ
て
東
に
向
か
っ
た
の
は
一
五
六
三
年
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
様
子
を
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
描
い
て

い
る
。
「
そ
れ
で
も
な
お
彼
を
ち
ゃ
ん
と
も
ち
こ
た
え
さ
せ
て
く
れ
た
も
の
は
た
だ
ひ
と
つ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
い
き
つ
き
さ
え
ず
れ
ば
、
人
間

的
な
ひ
と
た
ち
の
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
た
め
に
も
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
、
安
住
の
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希



ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

　
　
　
　
　
　
①

望
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
無
論
、
こ
の
叙
述
は
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
文
学
的
想
像
力
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
り
わ
け
「
人

間
的
な
ひ
と
た
ち
」
が
多
か
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
頃
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
こ
の
国
に
「
安
住
の
場
所
」
を
求
め
た
者

は
、
オ
キ
ー
ノ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
の
反
三
位
一
体
派
の
他
に
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
再
洗
礼
派
・
メ
ソ
ノ
ー
派
、
ボ
ヘ
ミ
ア
兄
弟
団
、
イ
ギ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
非
国
教
徒
長
、
数
多
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
派
遣
さ
れ
た
教
皇
特
使
が
次
の
よ
う
に
嘆
く
の
も
、
従
っ
て
無
理
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
ポ
ー
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え

ソ
ド
に
は
単
に
異
端
が
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
異
端
が
い
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
す
べ
て
の
セ
ク
ト
が
当
地
に
逃
げ
来
た
り
、
・
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
バ
ベ
ル
の
塔
を
建
て
直
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
こ
の
よ
う
な
「
異
端
者
の
避
難
所
要
図
旨
ヨ
げ
ρ
賃
Φ
鉱
o
o
議
ヨ
」
と
な
っ
た
の
は
、
宗
教
的
対
立
に
引
き
裂
か
れ
た
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
、
こ
の
国
が
例
外
的
に
寛
容
な
「
火
刑
な
き
国
」
（
～
・
タ
ズ
ビ
ル
）
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
住
民
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

宗
教
戦
争
の
戦
火
を
免
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
僅
か
な
例
外
を
除
け
ば
火
刑
台
の
炎
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
思
想
と
し
て
の
宗
教
的
寛
容
は
エ
ラ
ス
ム
ス
、
カ
ス
テ
リ
ヨ
ン
等
に
よ
り
説
か
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
お
暫
の
時
を
要
す
る
。
他
方
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
と
並
ん
で
、
西
欧
諸
国
に
先
立
っ
て
一
六
世
紀
に
反
三
位
一
体
派

の
よ
う
な
急
進
的
セ
ク
ト
を
含
む
広
範
な
宗
教
的
平
和
を
現
実
に
享
受
し
え
た
数
少
な
い
国
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
例

外
的
状
況
を
成
り
立
た
し
め
て
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
王
朝
断
絶
後
の
第
一
回
空
位
期
に
結
ぼ
れ
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
げ
る
。
同
時
代
人
シ
フ
ィ
ェ
ン
ト
ス
ワ
フ
・
オ
ジ
ェ
ル
ス
キ
が
「
自
由
な
る
良
心
の
至
宝
」
と
呼
ん
だ
こ
の
取
り
決
め
は
、
ナ
ン
ト
の
勅
令

の
よ
う
に
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
生
存
権
を
認
め
ら
れ
た
宗
派
の
範
囲
の
広
さ
と
い
う
点
で
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教

和
議
を
凌
い
で
い
た
。
し
か
し
こ
の
協
定
は
、
そ
の
法
的
効
力
や
条
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
成
立
時
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
論
争
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

的
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　
以
下
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
条
文
の
内
容
と
成
立
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
寛
容
協
定
を
結
ん
だ
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
意
図
を
探
り
、
あ
わ
せ

81　（723）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
一
六
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
的
寛
容
の
存
立
基
盤
の
一
端
に
光
を
あ
て
て
み
た
い
。

※
本
稿
で
は
以
下
の
略
号
を
用
い
る
。
鼠
遷
1
1
昏
ミ
㌧
ミ
§
帖
§
ミ
無
ミ
爵
象
”
多
量
1
1
映
ミ
欝
戚
ミ
§
領
髪
ミ
偽
蟹
§
ぎ
賦
認
§
ぎ
・
§
匙
ぎ
む
ミ
ミ
博
。
冴
鷺
＆

　
　
馬
ミ
ミ
§
N
ミ
斜
。
唱
ρ
ρ
竃
．
囚
。
δ
貯
P
い
8
器
げ
其
♂
＜
ρ
目
の
N
p
毒
p
冨
◎
。
O
…
O
肉
㌧
1
1
0
ミ
。
§
§
爵
一
票
§
ミ
鮒
§
与
野
、
o
酵
ミ
韓
藍
1
1
等
畿
轟
君
職
ミ
無
。
迷
“
§
聴

　
　
肉
℃
1
1
葡
§
N
§
§
皆
き
㌧
o
ぴ
ミ
“
§
1
1
ぎ
執
楠
§
§
§
N
轟
§
嵩
．

①
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
全
集
一
七
『
権
力
と
た
た
か
う
良
心
隔
（
高
杉
一
郎
訳
）
、
み
す
ず

　
書
募
、
一
九
七
三
年
、
三
〇
一
一
三
〇
二
頁
。

②
　
回
8
晋
σ
一
5
b
職
亀
恥
憾
。
ぴ
鷺
嫡
ミ
恥
ミ
壽
ミ
闇
≦
鎚
ω
N
ρ
≦
ρ
お
刈
ω
〔
以
下
b
甑
亀
馬

と
略
記
〕
”
ω
・
鶏
為
。
…
》
し
。
げ
。
昼
b
恥
心
§
ミ
勘
§
ミ
ミ
冒
勺
ミ
粛
二
三
基

　
ミ
ミ
蹄
鶏
§
ミ
“
ミ
馬
§
ミ
魯
N
団
旨
ヘ
ミ
鈎
勺
p
二
ω
ド
㊤
録
」
℃
℃
・
一
H
Q
。
∴
置
り
お
ご

　
≦
●
≦
①
長
野
p
賃
σ
」
こ
日
。
一
〇
「
ρ
謬
8
　
窄
◎
＝
山
　
目
昌
ε
一
①
脱
ρ
p
8
　
ぎ
　
○
筏
　
勺
。
冨
謬
山
．
、
”

　
O
§
§
ミ
§
畑
中
§
§
詩
ぎ
特
ミ
恥
”
一
G
。
（
一
㊤
謡
）
や
や
お
邑

③
ρ
畿
9
8
ぼ
植
譜
。
魯
軌
§
§
嚇
｝
§
誘
ぎ
N
ミ
O
曳
・
、
ミ
恥
§
鴨
寒
翠
霞
§
軸
§
昔

　
き
§
白
馬
§
き
喜
§
ミ
遷
職
㌧
ミ
蛇
神
画
亀
寒
N
誌
養
§
ミ
教
旨
㈲
“
師
ミ
し
≦
鴛
。
降
N
p
ミ
？

　
内
『
p
ま
≦
お
一
伊
．
ω
・
り
よ
り
引
用
。

④
継
機
卿
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
ポ
ジ
ゥ
シ
ェ
ω
欝
ロ
冴
富
毛
缶
o
N
妙
ω
N
の
表
現
。

　
回
い
①
9
0
さ
ミ
無
ミ
馬
ミ
。
鳶
ミ
噸
母
帖
さ
さ
噛
簿
黛
§
§
ミ
曼
評
月
。
導
囲
●
冥
N
o
肉
9
属
望

　
U
Φ
票
固
毛
ゆ
一
出
P
嵐
P
㊤
囚
離
『
P
≦
”
冨
N
P
宅
P
一
り
①
距
o
o
．
Q
Q
o
Q
Q
Q
●

⑤
．
｝
。
8
㊤
N
σ
ぎ
」
9
ミ
馬
零
鳶
ぎ
8
森
9
§
跨
㍉
㌧
o
説
逸
物
ミ
暴
馬
。
§
↓
ミ
馬
§
嵩
。
§

　
画
遷
暮
馬
恥
軌
註
雨
ミ
購
ミ
ミ
ミ
防
ミ
ミ
導
題
ミ
》
G
ミ
四
ミ
篭
“
勲
累
O
毛
鴫
O
ほ
醤
乏
く
9
赫
N
㊤
≦
僧

　
一
書
。
。
〔
以
下
9
ミ
馬
§
暮
。
ミ
9
轟
覇
と
略
記
〕
●

⑥
　
㎜
六
世
紀
に
宗
教
的
信
条
ゆ
え
に
裁
判
の
結
果
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
例
と
し
て

　
は
、
一
五
三
九
年
に
ク
ラ
ク
フ
で
メ
ル
ヒ
オ
ロ
ー
ヴ
ァ
・
ヴ
ァ
イ
グ
ロ
ー
ヴ
ァ
・
ザ

　
ラ
シ
ョ
フ
ス
カ
冒
。
ぢ
三
〇
「
o
妻
帥
≦
㊤
噺
σ
q
δ
芝
山
N
騨
冨
。
。
N
o
≦
ω
犀
ρ
が
三
位
｝
体
の
湖
叡

　
義
を
否
定
し
た
と
し
て
絞
殺
の
う
え
焼
か
れ
た
の
が
、
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は

　
唯
一
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
但
し
彼
女
の
異
端
の
性
格
は
明
確
で
は
な
い
。
円
盤
三
び

　
b
無
母
3
0
。
．
b
δ
α
l
b
o
①
㌧
旨
α
ご
㌧
≦
両
H
Ω
恥
い
（
N
P
一
口
ω
N
O
♂
く
ζ
α
冨
ρ
）
」
O
＞
日
国
国
菊
團
Z
国
．
、
㌧

　
肉
凄
遷
ミ
愚
ミ
ミ
、
ミ
ミ
§
悔
く
。
一
．
①
㌧
｝
2
葛
9
一
〇
ヨ
一
り
謡
㌧
8
一
■
ω
♂
●

⑦
H
・
噴
出
ン
『
寛
容
思
想
の
系
譜
』
（
成
瀬
纂
訳
）
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
、

　
一
二
一
山
パ
ー
一
二
二
一
二
百
ハ
。

⑧
鈴
○
護
巴
ω
謀
＝
「
閃
N
o
。
N
飢
。
閑
巻
冨
駒
鼠
9
巳
や
℃
■
℃
o
段
ひ
芝
N
甘
旨
ω
姦
9

　
暇
ミ
舘
σ
q
鎚
ロ
白
墨
ω
ε
ヨ
δ
≦
巴
昌
昌
日
犀
0
8
昌
賓
β
℃
嵩
。
N
℃
．
⑩
註
ゆ
8
ω
富
窯
㊤

　
Q
旨
9
ω
謀
。
α
q
o
　
N
　
O
二
ρ
　
国
ρ
色
N
一
ε
o
≦
。
。
匡
。
σ
Q
o
　
ω
＄
δ
ω
多
い
　
o
N
望
診
。
ロ
ρ
　
託

　
芝
㊤
話
鎚
要
δ
即
℃
．
嵩
8
℃
脅
嚇
駄
。
諺
貯
四
お
．
、
題
≦
白
扇
■
、
切
出
ミ
ミ
馬
ミ
乱
軍
帖
儒
道

　
鼠
§
馬
ミ
。
昏
遷
識
b
無
＆
恥
、
o
㌃
蕊
。
職
磯
ミ
§
禽
ミ
§
四
ミ
添
粛
乙
防
智
メ
賦
謡

　
自
軸
犠
0
8
賦
♂
、
℃
旨
亀
9
団
即
≦
即
●
ω
℃
p
ω
o
三
一
〇
N
、
8
一
噌
勺
9
0
窃
σ
葺
α
q
H
o
。
α
Q
。
り

　
「
o
や
♂
く
碧
の
N
卑
芝
ρ
一
り
Q
。
ρ
鉾
H
塾
。
ω
●

⑨
　
次
章
参
照
。

⑩
管
見
の
限
り
で
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
に
関
す
る
個
別
研
究
は
我
が
厨
に
は

　
ま
だ
な
い
。
一
六
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
・
宗
教
的
寛
容
全
般
に
つ
い

　
て
は
、
カ
メ
ン
、
前
掲
書
、
一
五
九
一
一
七
一
頁
及
び
ス
テ
フ
ァ
ン
・
キ
ェ
ニ
ェ

　
ー
ヴ
ィ
チ
編
『
ポ
…
ラ
ン
ド
史
』
（
加
藤
一
炎
・
水
島
孝
生
共
訳
）
、
1
、
恒
文
社
、

　
一
九
八
六
年
、
一
八
二
一
一
八
八
頁
の
他
に
、
啓
蒙
期
か
ら
の
遡
及
的
視
角
か
ら

　
概
観
し
た
も
の
と
し
て
中
山
昭
吉
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
源
流
」
『
京
都
産
業

　
大
学
論
集
』
一
．
四
－
．
一
（
一
九
八
四
）
、
一
－
三
三
頁
及
び
同
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
兄
弟

　
団
［
ど
形
成
期
西
欧
啓
蒙
思
想
ー
ロ
ッ
ク
研
究
へ
の
一
視
点
…
1
…
」
『
｛
襲
撃
産
縄
栗

　
大
学
論
集
陶
一
五
一
四
（
一
九
八
六
）
、
四
一
－
七
五
頁
が
あ
る
。
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ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
【
章
　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
は
じ
め
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
と
は
い
か
な
る
取
り
決
め
で
あ
っ
た
の
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
連
盟
協
約
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
文
書
に
相
当
す
る
も
の
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
一
五
七
三
年
一
月
二
八
日
付
で
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
お
け
る
召
集
議
会
で
作
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
も
の
（
現
存
し
な
い
。
本
稿
で
は
「
テ
キ
ス
ト
A
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
同
年
五
月
＝
一
叢
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
選
挙
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

会
に
お
い
て
羊
皮
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
（
一
九
二
七
年
に
J
・
シ
ェ
ミ
ェ
ソ
ス
キ
が
発
見
・
紹
介
し
、
現
在
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
中
央
古
文
書
当
鉦
容
ぼ
乏
質
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
雰
≦
器
諺
算
u
磐
ξ
臼
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
テ
キ
ス
ト
B
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
で
あ
る
。
両
者
の
異
同
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
テ
キ
ス
ト
B
に
従
っ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
総
連
盟
0
8
h
Φ
伽
①
轟
9
0
0
Φ
口
①
障
に
。
。
＜
母
ω
o
≦
器
」
は
冒
頭
で
そ
の
結
成
者
を
列
挙
し
た
後
に
、
連
盟
結
成
の
目
的
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
我
々
は
皆
、
こ
の
危
険
な
時
代
に
、
鴛
主
た
る
国
王
を
欠
い
て
暮
ら
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
の
集
会
に
お
い
て
、
我
々
の
父
祖
た
ち
の
例

　
　
に
倣
っ
て
、
お
互
い
の
間
で
平
和
、
正
義
、
秩
序
及
び
共
和
国
の
防
衛
を
維
持
し
、
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
鋭
意
努
力
し
た
こ
と
を
、
然
る
べ
き
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
の
者
に
対
し
、
こ
の
事
を
永
遠
に
記
憶
す
べ
く
告
知
す
る
。

従
っ
て
こ
の
連
盟
は
、
空
位
期
と
い
う
不
安
定
な
状
況
の
到
来
に
際
し
て
国
内
の
平
和
と
秩
序
を
維
持
し
対
外
的
な
防
備
を
固
め
る
た
め
に
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

成
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
第
一
項
）
。
そ
こ
で
連
盟
の
結
成
者
は
、
国
内
に
お
け
る
私
的
な
党
派
の
対
立
・
策
動
を
禁
じ
、
平
穏
裏
に
国
王
選
挙
が

行
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
誓
う
。
ま
た
、
選
出
さ
れ
た
国
王
は
、

　
　
信
仰
と
礼
拝
に
お
い
て
分
裂
し
、
相
異
な
る
人
び
と
の
聞
で
公
共
の
平
和
を
保
ち
、
如
何
な
る
慣
習
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
国
王
自
ら
の
要
求
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
も
決
し
て
我
々
を
王
国
の
境
界
外
に
追
放
せ
ず
、
議
会
の
決
議
な
し
に
は
兵
士
の
俸
給
の
た
め
の
五
グ
ジ
ヴ
ナ
の
微
収
も
、
総
動
員
も
行
な
わ
な
い

旨
を
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
項
）
。
他
方
、
連
盟
結
成
者
は
、
公
正
な
選
挙
の
妨
害
や
不
承
認
に
対
し
て
は
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら

83　（725）



な
い
（
第
三
項
前
段
）
。

　
続
く
第
三
項
後
段
と
第
四
項
と
は
、
こ
の
協
約
に
定
め
ら
れ
た
宗
教
的
寛
容
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
最
も
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

問
題
の
多
い
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
第
三
項
後
段
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
上
の
分
裂
状
態
を
率
直
に
認
め
た
う
え
で
、
他
の
諸
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
て
宗
派
間
の
敵
対
が
も
た
ら
し
た
惨
状
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
の
如
く
宣
言
す
る
。

　
　
信
仰
に
お
い
て
相
異
な
る
我
々
は
、
お
互
い
の
間
で
平
和
を
維
持
す
る
。
ま
た
、
異
な
っ
た
信
仰
と
教
会
に
お
け
る
差
異
の
た
め
に
血
を
流
す
こ
と
を
せ

　
ず
、
財
産
没
収
、
名
誉
剥
奪
、
投
獄
、
追
放
に
よ
っ
て
罰
し
な
い
。
ま
た
、
如
何
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
何
ら
か
の
上
級
者
や
官
吏
が
こ
の
よ
う
な
行
為
に

　
及
ぶ
こ
と
を
援
助
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
何
者
か
が
血
を
流
す
こ
と
を
望
む
時
に
は
常
に
、
た
と
え
そ
の
者
が
勅
令
を
口
実
に
し
た
り
、
或
は
何
ら
か
の

　
裁
判
上
の
行
為
を
楯
に
と
っ
て
こ
れ
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
我
々
は
皆
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
そ
れ
に
反
対
す
る
義
務
を
負
う
で
あ
ろ

　
　
⑫

　
栖
つ
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
結
成
者
自
ら
に
よ
る
か
外
部
の
権
力
に
由
来
す
る
か
を
問
わ
ず
、
儒
卓
上
の
立
場
の
相
違
か
ら
武
力
行

使
や
司
法
上
の
権
力
の
発
動
に
及
ぶ
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
ま
た
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
こ
の
平
和
を
乱
す
老
に
対
し
て
は
積
極
的
に
抵
抗
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
宗
教
的
平
和
共
存
を
保
障
す
る
対
象
が
「
信
仰
に
お
い
て
相
異
な
る
我
々
」
と
あ
る
だ
け
で
、
い
か

な
る
宗
派
の
名
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
圏
に
値
す
る
。

　
続
く
第
四
項
の
前
段
は
、
領
主
権
の
確
認
で
あ
る
。

　
　
但
し
、
我
々
は
、
こ
の
我
々
の
連
盟
に
よ
っ
て
聖
・
俗
の
領
主
の
領
民
に
対
す
る
如
何
な
る
支
配
権
も
侵
さ
な
い
し
、
領
民
の
彼
ら
の
領
主
に
対
す
る
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
従
を
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
な
い
。

そ
の
次
の
一
文
は
、
こ
の
協
約
の
中
で
最
も
多
く
の
議
論
を
呼
ん
だ
箇
所
で
あ
る
。

　
　
の
み
な
ら
ず
、
も
し
こ
の
よ
う
な
逸
脱
が
信
仰
の
口
実
の
も
と
で
生
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
疇
に
は
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
時
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
各
領
主
は
自
ら
の
理
解
に
従
っ
て
《
貯
母
后
ξ
農
g
ρ
ρ
舜
ヨ
陣
p
ω
器
。
鉱
巴
ピ
ω
》
自
ら
に
不
服
従
な
領
民
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

引
用
文
中
の
《
　
》
内
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
研
究
者
の
見
解
は
分
か
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
後
に
立
ち
返
っ
て
検
討
し
た

い
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
協
約
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
残
り
の
部
分
を
要
約
し
て
お
く
。
第
四
項
後
段
で
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会
・
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

リ
シ
ア
正
教
会
の
聖
職
禄
の
保
全
を
確
認
し
た
の
ち
、
連
盟
協
約
は
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
1
未
解
決
の
問
題
の
選
挙
議
会
へ

の
繰
り
延
べ
、
国
内
の
治
安
と
国
土
の
防
衛
（
第
五
項
）
、
空
位
期
に
ま
た
が
る
法
的
行
為
に
つ
い
て
（
第
六
－
八
項
）
、
国
王
選
挙
へ
の
公
正
な

参
加
（
第
九
項
）
、
公
共
の
平
和
と
秩
序
を
乱
す
者
に
対
す
る
抵
抗
（
第
一
〇
項
）
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
協
約
の
全
体
を
基
調
と
し
て
貫
い
て
い
る
の
は
、
空
位
期
の
平
和
・
秩

序
の
維
持
と
国
王
選
挙
の
公
正
な
実
施
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
宗
教
的
平
和
の
問
題
は
そ
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
し
か
し
あ
く

ま
で
空
位
期
の
安
全
保
障
全
般
に
関
わ
る
文
脈
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
に
協
約
は
拘
束
対
象
に
関
し

て
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
連
盟
協
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
は
狭
義
に
は
こ
の
協
約
に
署
名
し
た
人
び
と
、
広
義
に
は
冒
頭
に
列
挙
さ

れ
た
諸
地
方
の
諸
身
分
全
体
で
あ
る
。
し
か
し
文
中
に
は
選
出
さ
れ
た
国
王
が
誓
約
す
べ
き
事
項
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
本
来
結
成

者
内
で
効
力
を
持
つ
べ
き
こ
の
協
約
は
、
将
来
、
結
成
者
に
よ
る
王
権
の
拘
束
を
可
能
に
す
る
契
機
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
連
盟
協
約
の
中
で
、
特
に
寛
容
問
題
に
深
く
関
わ
る
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
第
三
項
と
第
四
項
で
あ
る
。
こ
の
両

項
の
抱
え
る
問
題
は
二
点
に
整
理
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
寛
容
を
認
め
ら
れ
た
宗
派
の
範
囲
に
関
わ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
寛
容
を
認
め

ら
れ
た
身
分
の
範
囲
に
関
わ
る
。

　
前
者
に
関
し
て
は
、
協
約
は
寛
容
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
宗
派
を
特
定
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
で
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
認
め
る
寛
容
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
と
改
革
派
の
特
定
の
一
宗
派
に
の
み
信
仰
の
自
由
を
認
め
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
和
議
や
ナ
ン
ト
の
勅
令
に
比
し
て
、
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

定
に
広
範
な
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
本
当
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
既
存
の
全
宗
派
に
適
用
さ
れ
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

連
盟
協
約
第
四
項
後
段
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
聖
職
禄
に
関
す
る
一
文
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
A
に
は
な
く
、
選
挙
議
会
で
書
き

直
し
が
な
さ
れ
た
際
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
協
約
の
当
初
の
起
草
者
た
ち
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
リ
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ジ
エ
チ
ボ
ス
ボ
リ
タ
ロ
オ
ボ
イ
ガ
　
ナ
ロ
ド
ウ
フ

ト
ァ
ニ
ア
「
両
国
民
の
共
和
国
」
内
に
居
住
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
も
含
む
多
種
多
様
な
宗
派
の
す
べ
て
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か

ど
う
か
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
後
者
の
寛
容
を
保
障
さ
れ
る
身
分
の
範
囲
の
問
題
は
、
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
協
約
冒
頭
の
連
盟
結
成
者
の
中
に
王
領
都
市
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
⑱

い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
以
外
に
少
な
く
と
も
法
文
上
は
王
領
都
市
の
市
民
に
も
寛
容
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
こ
の

協
約
の
中
で
農
民
の
占
め
る
位
置
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
既
に
引
い
た
第
四
項
一
「
現
時
に
お
い
て
も
、
各
領
主
は
自
ら
の
理
解
に
従
っ
て

《
貯
〔
　
〕
。
・
営
営
轟
財
9
ρ
ゆ
§
重
三
。
。
9
・
Φ
。
巳
霞
等
色
》
自
ら
に
不
服
従
な
領
民
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
t
の
読
み
方
に
か
か
っ
て
い

る
。
〔
〕
の
部
分
に
名
詞
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
こ
の
部
分
は
意
味
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
こ
の
一
節
の

み
な
ら
ず
協
約
全
体
の
意
義
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
〔
〕
内
に
何
を
補
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
過
去
の
研
究
者
の
見
解
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
き
た
。
ひ
と
つ
は
《
σ
。
巳
。
。
》
を
補
う
立
場
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
当
該
箇
所
の
意
味
は
「
教
会
領
に
お
い
て
も
、
世
俗
領
に
お
い
て
も
」
領
主
は
不
服
従
な
領
民
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
領
民
の
宗
教
的
帰
属
に
は
関
わ
り
な
く
聖
俗
領
主
の
封
建
的
権
利
を
確
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
次
に
述
べ
る

《
H
Φ
げ
煽
ω
》
説
と
の
対
比
か
ら
、
《
び
。
巴
ω
》
説
の
主
張
者
は
し
ば
し
ば
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
農
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
信
仰
の
自
由
を
認
め
て
い
る
と
み
な
す
。

　
こ
れ
に
対
し
、
《
お
げ
¢
ω
》
を
補
う
立
場
に
立
つ
と
、
問
題
の
部
分
は
「
宗
教
上
の
問
題
に
お
い
て
も
、
世
俗
の
問
題
に
お
い
て
も
」
領
主
は

不
服
従
な
領
民
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
を
と
る
研
究
者
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
領
民
の
信
仰

上
の
問
題
に
対
す
る
領
主
の
干
渉
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
二
。
ロ
ご
の
冨
◎
p
陣
ρ
Φ
貯
ω
冨
一
お
陣
○
．
．
と
い
う
句
に
要
約
さ
れ
る
領
主
の
信
仰
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

択
権
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
こ
の
解
釈
上
の
対
立
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
既
に
同
時
代
人
の
間
に
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
世
の
歴
史
家
の
間
で
一
大
論
争
を
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
古
く
は
一
九
世
紀
に
J
・
レ
レ
ヴ
ェ
ル
や
M
・
ボ
ブ
ジ
ン
ス
キ
が
《
窓
ぴ
岳
》
を
支
持
し
、
こ
れ
に
対
し
て
p
・
ノ
ア
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ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

イ
ユ
は
《
げ
。
巳
。
。
》
説
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
に
連
盟
協
約
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
（
テ
キ
ス
ト
B
）
と
関
連
史
料
が
発
見
さ
れ
、
『
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
改
革
』
涛
§
唖
ミ
§
冒
き
、
ミ
恥
ミ
誌
上
で
《
げ
。
蝕
。
。
》
派
と
《
お
び
ロ
ω
》
派
に
分
か
れ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

戦
後
に
入
る
と
、
宗
教
改
革
と
農
民
間
題
と
の
関
係
へ
の
関
心
の
増
大
に
伴
っ
て
論
争
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。
し
か
し
決
着
は
つ
か
ず
、

例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
版
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
』
が
《
＄
9
ω
》
説
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
J
・
マ
チ
シ
ェ
フ
ス
キ
は
《
び
。
乱
ω
》

　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
支
持
し
て
い
る
。
一
九
七
三
年
に
行
な
わ
れ
た
「
連
盟
」
四
百
周
年
記
念
学
会
で
の
討
議
に
お
い
て
も
参
加
者
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
し
て
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の
を
ず
ら
す
研
究
者
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
即
ち
、
連
盟

の
テ
キ
ス
ト
は
曖
昧
で
一
義
的
な
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
法
文
の
解
釈
よ
り
も
実
際
の
適
用
の
あ
り
方
に
よ
り
大
き
な
関
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
払
お
う
と
す
る
『
火
刑
な
き
国
』
に
お
け
る
」
・
タ
ズ
ビ
ル
の
よ
う
な
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
確
か
に
連
盟
協
約
の
文
面
は
明
確
さ
を
欠
い
て
お
り
、
ま
た
、
協
約
の
適
用
の
実
態
の
検
討
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
的
寛
容
の
性
格
を
解
明

す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
暖
昧
な
文
面
の
協
約
が
成
立
し
た
の
か
、

と
い
う
問
い
に
答
え
る
作
業
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
連
盟
の
起
草
者
・
署
名
者
の
意
図
と
、
連
盟
の
適
用
の
実
態
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は

限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
図
と
実
態
が
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
、
両
者
の
重
な
り
方
・
ず
れ
方
が
検
討
さ
れ
た
後
に
、
は
じ
め
て
こ
の
寛

容
協
定
の
歴
史
的
意
義
が
全
体
と
し
て
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
は
本
稿
の
課
題
は
さ
し
あ
た
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
連
盟
協
約
承
認
後
の
諸
宗
派
共
存
の
実
態
の
検
討
は
別
の
機
会
に

譲
り
、
次
章
以
下
で
は
、
連
盟
協
約
の
成
立
・
承
認
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
い
、
こ
の
協
定
に
関
わ
っ
た
人
び
と
の
意
図
を
探
り
出
す
こ
と
に
努
め

た
い
。

　
①
　
「
連
盟
ぎ
艮
巴
窪
受
賞
」
は
近
世
に
お
い
て
は
主
と
し
て
空
位
期
に
シ
ュ
ラ
フ
　
　
　
　
　
ド
際
舘
N
ヨ
母
。
N
嘱
群
塊
切
．
い
¢
診
。
二
塁
ω
瓦
㌧
ミ
魚
ミ
ミ
憾
ミ
詳
琶
碕
噛
憾
§
画
§

　
　
タ
が
国
土
防
衛
と
公
的
秩
序
維
持
の
た
め
に
結
成
す
る
同
盟
で
あ
る
。
通
常
、
一
　
　
　
　
℃
。
ぴ
ミ
鴇
日
。
旨
撮
”
鼠
憶
。
ご
竃
黛
麹
「
§
恥
ぎ
§
緊
馬
も
卸
医
聖
．
H
＜
㌧

　
　
～
若
干
の
州
の
範
囲
内
で
成
立
し
、
の
ち
に
全
国
的
規
模
の
「
総
連
盟
H
8
曵
Φ
－
　
　
　
　
ぞ
銭
ω
難
壁
騨
お
譲
、
ω
・
お
。
。
㌧
b
。
お
歯
蔭
9
鳥
山
成
人
『
ロ
シ
ア
・
東
欧
の
国
家
と

　
　
α
。
饗
。
廿
頓
魯
葭
9
ロ
£
に
発
展
し
た
。
連
盟
の
機
能
と
歴
史
釣
意
義
に
つ
い
て
は
　
　
　
　
　
社
会
』
、
恒
文
社
、
一
九
八
五
年
、
第
十
章
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
達
者
」
と
身
分
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代
袈
制
」
．
を
参
照
ひ

②
　
召
集
議
会
閉
会
後
、
選
挙
議
会
開
会
前
に
プ
シ
ェ
デ
チ
、
ブ
ジ
ェ
シ
チ
、
ル
ヴ

　
フ
、
プ
シ
ェ
ミ
シ
ル
の
各
城
塞
裁
判
所
記
録
に
収
め
ら
れ
た
写
し
の
原
本
と
な
つ

　
た
も
の
。
　
一
九
世
紀
に
W
・
S
・
ブ
μ
エ
ル
闘
ブ
ラ
テ
ル
辱
。
£
も
一
長
野
が
刊

　
愛
し
た
テ
キ
ス
ト
（
筆
者
未
見
）
、
及
び
P
・
ノ
ア
イ
ユ
が
仏
語
訳
を
発
表
し
た
テ

　
キ
ス
ト
（
℃
■
聚
。
鉱
ζ
o
ω
、
寒
9
ミ
軌
§
§
ご
騎
ミ
誉
勺
。
、
£
§
馬
門
前
賦
N
斜
℃
㊤
二
ω

　
届
①
3
く
。
「
H
H
㌍
や
b
。
名
）
も
テ
キ
ス
ト
A
に
拠
っ
て
い
る
コ
い
盟
。
諺
ざ
ひ
ω
箆
・

　
b
菱
触
黛
ミ
ぎ
博
愚
§
ミ
§
き
ミ
q
塾
詔
旨
ミ
賦
賠
｝
国
嬬
巴
a
≦
搭
ω
O
〔
以
下

　
b
匹
婦
a
ミ
と
略
す
〕
‘
・
．
海
l
Q
。
参
照
。
な
お
、
連
明
皿
協
約
は
召
集
議
会
会
期
中
に

．
．
既
に
一
部
修
正
を
受
け
て
い
る
。
行
論
中
で
こ
の
修
正
前
の
原
案
に
言
及
す
る
場

　
合
に
は
「
テ
キ
ス
ト
a
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

．
③
｝
・
．
o
Q
8
ヨ
貯
言
江
一
”
律
寒
勉
、
塁
ざ
蘭
慧
§
ミ
ミ
き
ミ
偽
慧
§
軌
ミ
曼
8
獄
認
㌧
．

．
≦
p
話
鎚
’
毒
H
り
b
。
刈
〔
以
下
勘
魯
§
と
略
す
〕
㎞
嵐
二
b
§
触
目
外

④
　
ク
．
ラ
ク
フ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
各
城
塞
裁
判
所
記
録
に
収
め
ら
れ
た
写
し
（
前
者

　
は
≦
■
ω
＆
冨
こ
℃
氏
8
℃
a
営
紹
蹴
出
。
艮
a
嘆
p
o
お
’
く
錠
ω
N
㊤
≦
ω
H
茜
呂
お
Ψ
、
”
℃

　
需
抽
戸
（
6
b
。
一
）
㌧
ζ
・
・
認
傘
Q
。
H
Q
。
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
）
、
第
三
リ
ト
ワ
ニ
ア
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ホ
ル
ヒ
ナ
　
レ
コ
ダ
ム

　
に
編
入
さ
れ
た
連
盟
協
約
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
訳
・
ロ
ツ
ァ
語
訳
、
『
法
令
典
恥

　
所
収
の
テ
キ
ス
ト
（
馴
＼
N
い
噌
　
固
H
㌧
　
h
O
一
．
　
Q
◎
鼻
旨
一
Q
o
心
Q
σ
）
は
テ
キ
ス
ト
B
に
拠
っ
て
い
る
。

　
q
α
一
¢
鼠
①
密
尊
b
ミ
触
幕
臣
…
や
。
。
参
照
。

⑤
以
下
の
引
用
は
賊
ヨ
ω
◆
お
㌔
b
。
q
凸
。
。
所
収
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
コ

⑥
「
我
々
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス
カ
と
マ
ウ
ォ
ポ
ル
ス
カ
、
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国
、

．
キ
エ
フ
、
ヴ
ォ
ウ
ィ
ン
、
ポ
ド
ラ
シ
ェ
及
び
ル
シ
、
プ
ロ
シ
ア
、
ポ
モ
ジ
ェ
、
ジ

　
ュ
ム
チ
、
イ
ン
フ
ラ
ン
テ
ィ
の
各
地
方
か
ら
成
る
一
つ
に
し
て
不
可
分
の
共
和
團

　
の
聖
俗
の
玉
国
評
議
会
、
及
び
・
盆
騎
士
身
分
、
及
び
他
の
諸
身
分
、
及
び
王
領
都

　
布
」
　
《
鉱
員
濁
薮
楓
H
（
o
δ
昌
昌
ρ
〔
貯
9
μ
9
’
、
器
睡
り
凱
o
o
H
凱
ρ
h
曙
。
窪
ω
ジ
く
。

　
’
く
も
。
月
毛
も
。
芽
9
．
一
こ
・
3
鵠
望
一
コ
。
。
N
Φ
U
①
ユ
β
ε
p
巳
①
8
凶
O
甑
。
一
昌
a
幻
ド
①
g
望
℃
o
・
励
℃
o
一
一
ε
噺

　
N
キ
富
一
ξ
阻
一
瞬
窯
鼠
a
℃
9
ω
鉱
㌔
≦
一
①
艶
一
。
α
q
o
熔
。
，
お
ω
ジ
〈
臼
に
8
ξ
誓
一
⑦
σ
q
9

　
匿
廿
醤
「
看
。
ぞ
巳
p
け
。
儒
す
ω
・
ρ
．
・
§
§
8
労
葛
謀
論
い
勺
貝
鎧
ω
江
④
繁

　
勺
。
巳
。
話
二
天
N
日
＆
箆
二
一
Φ
馳
ぎ
自
p
琴
裁
＆
一
旨
貯
簿
僧
昇
0
3
ロ
器
》
き
ミ
‘
ω
●
誌
・
．

⑦
《
○
茸
a
膏
ε
Φ
貸
与
ぞ
。
。
ミ
亭
一
日
晒
ぎ
σ
8
H
a
ヨ
ロ
影
冨
辻
三
℃
o
ぞ
象
轟
旨

　
「
招
き
⑦
ヨ
。
瓜
㊤
日
慧
齢
℃
o
匹
ξ
ヨ
昌
貯
σ
自
覧
Φ
o
N
ロ
望
営
o
N
霧
㊦
旨
．
σ
①
N
障
a
冨

　
℃
騨
昌
㊤
N
毛
冷
濤
9
蝕
①
σ
q
o
邑
冷
ω
賦
（
p
器
ρ
段
震
巴
謙
旨
望
鉱
ゆ
0
8
ぞ
ω
N
望
ω
o
嘱

　
讐
一
巳
Φ
昌
p
蕊
①
澄
該
。
零
帥
冨
N
解
く
ω
録
脅
し
巴
6
σ
塩
売
望
覧
N
望
ζ
巴
⑦
ヨ
℃
旨
。
α
搾
ひ
ミ

　
。
。
≦
罵
魯
紹
画
一
ヨ
け
α
N
望
乙
α
o
げ
ゆ
勺
。
搾
ひ
聴
ω
鵠
聖
追
々
質
芝
。
豚
◎
℃
o
護
覧
魯
一
〇
晋
。
ロ
ゆ

　
切
N
Φ
o
N
団
℃
o
巷
。
獄
け
ε
鑓
貫
N
二
目
㊤
α
一
N
ρ
o
ぎ
≦
器
ヨ
o
o
Q
一
一
》
奪
ミ
・

⑧
　
以
下
第
一
〇
獲
ま
で
の
ナ
ン
バ
ー
リ
ン
グ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
に
は
な
い
が
、
．

　
　
　
　
　
　
　
ヴ
オ
ル
ピ
ナ
コ
レ
ロ
ダ
ム

　
行
論
の
便
宜
上
『
法
令
典
』
収
録
の
テ
キ
ス
ト
（
注
④
参
照
）
に
従
っ
て
付
し

　
た
も
の
で
あ
る
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憲
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ら
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。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
教
会
の
盤

　
職
禄
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
の
信
仰
を
持
つ
人
び
と
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

　
《
〉
ξ
器
N
）
蘇
こ
び
。
コ
㊦
ぎ
凶
㊤
貯
駐
鴇
霞
。
塁
ε
。
。
潟
。
σ
q
賦
℃
養
9
p
ε
『
震
p
§
、

　
①
a
①
旨
蓬
§
，
毒
吻
芝
【
。
ヨ
，
。
を
羽
毛
。
。
け
き
σ
翼
ρ
も
・
。
薯
一
回
ω
謎
。
げ

　
暴
N
。
占
算
7
σ
。
濤
ゆ
。
紮
げ
k
ぞ
斜
窪
雪
①
三
。
貯
ω
醸
多
言
。
鳥
・
。
H
ぐ
》
葺
乙
。
匡
。
σ
q
。

　
囲
（
O
駆
O
一
〇
即
P
胃
一
〇
同
《
閑
O
旨
㌧
一
昌
鳥
一
◎
q
O
コ
一
ω
℃
O
一
〇
郡
一
ω
一
目
宮
門
9
ω
け
斜
け
5
酔
β
P
回
恥
㊤
σ
O
謡
O
⇔
－

　
　
。
ご
ρ
ぎ
除
。
鐸
9
く
σ
q
お
2
＾
ご
『
ご
α
臥
。
旨
亙
器
σ
q
話
g
ハ
互
’
く
冨
曙
α
睾
雪
¢

　
ぴ
望
α
日
賦
輔
ゆ
》
N
山
焼
乱
e

⑰
例
え
ば
囚
碧
N
旨
鍵
。
塁
H
ニ
ピ
。
珍
O
α
O
一
。
。
H
F
愚
．
ミ
。
は
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟

　
は
き
わ
め
て
一
般
的
に
．
表
現
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
宗
派
、
す
べ
て
の
身
分
の

　
人
び
と
に
関
わ
っ
て
い
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
ω
．
○
。
刈
）
。
な
お
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連

　
閣
協
約
と
同
時
代
の
他
の
寛
容
協
定
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
o
。
・
O
嵩
望
σ
o
ぞ
ω
ぼ
、

　
ζ
8
『
O
♂
〈
ρ
門
o
D
P
≦
O
O
昌
h
O
山
①
戦
ρ
自
O
ロ
O
胤
一
窃
圃
Q
Q
拶
ロ
ユ
O
仲
『
O
『
＞
O
θ
ω
O
h
閃
O
＝
σ
q
一
〇
賃
6
0

　
同
9
0
雷
p
8
貯
司
霞
。
℃
o
、
”
、
這
㌧
糞
お
（
お
刈
り
）
．
℃
や
誤
あ
①
を
参
照
。

⑱
注
⑥
参
照
。

⑲
以
下
の
学
説
史
の
整
理
は
次
の
記
述
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
い
冒
N
σ
ぎ

　
こ
℃
O
芝
O
一
〇
目
口
Φ
　
σ
飴
α
9
含
ロ
一
ρ
　
昌
P
α
　
汁
O
一
〇
門
騨
コ
O
U
ゆ
　
同
O
嵩
σ
q
一
一
出
や
　
！
く
　
℃
O
一
ω
O
O
隔
馬
㌧
　
㌔
国
噛

　
①
O
卜
ω
（
μ
㊤
O
㊤
）
㌧
し
n
．
q
α
膳
r
α
O
一
鴇
Q
Q
●
ω
騨
一
ヨ
O
鵠
O
今
一
〇
N
㌧
こ
（
W
O
口
O
N
㊤
一
け
圏
O
駆
α
口
O
げ
’
く
ε
o
即

　
困
（
O
口
h
①
O
①
「
曽
a
一
宅
P
『
ω
N
僧
ノ
く
し
厚
障
一
〇
一
、
鴨
㌧
O
沁
℃
M
一
り
（
一
㊤
誤
）
、
ω
．
さ
5
Q
Q
l
b
o
朝
日
竃
．
剛
（
O
吋
O
一
評
O
》

　
肉
、
亀
、
壽
O
帖
吻
建
O
守
O
純
や
＆
偽
O
肋
．
ま
辱
織
豊
職
急
」
℃
O
N
ミ
｝
篭
着
雪
零
O
隷
q
畑
　
さ
》
爵
羅
馬
醤
心
，
篤
さ
＆
塗

　
恥
樋
騒
ミ
肋
詠
軌
ミ
竃
、
騎
馬
額
鳥
壽
N
㎞
認
－
嵐
q
団
％
噂
ゼ
く
9
場
Q
o
N
P
ぞ
ρ
一
〇
『
劇
℃
ω
．
一
c
o
l
一
り
鴇
寓
’
♂
く
一
ω
路
¢
さ

　
笥
O
軸
、
勘
．
｝
糺
ミ
職
さ
ミ
鳶
遷
偽
．
．
恥
頓
二
男
ら
馬
畑
爲
り
帖
ミ
．
昏
N
∈
　
沁
賊
賄
ら
慧
O
斡
O
ミ
燥
ミ
．
動
ら
ξ
、
む
寒

　
映
ミ
愚
亀
§
随
匿
ミ
、
§
塾
許
≦
碧
。
。
N
窒
鉱
り
。
。
・
。
㌧
の
』
『
占
・
。
曽
．
い
竃
㊤
。
欝
碧
ω
答

　
句
糺
§
ミ
自
篭
§
ミ
ミ
誉
轟
象
§
、
！
く
旨
．
H
H
℃
≦
窄
。
『
。
。
δ
毒
お
。
。
①
㌧
ω
」
8
∴
①
伊

⑳
乏
。
9
厳
。
ρ
。
》
ミ
ζ
く
g
．
鍔
℃
℃
』
N
7
b
。
誌
旧
ω
8
邑
。
芸
無
㌍
b
菱
鷺
§
ひ
・

　
囲
α
こ
沁
偽
守
袋
q
噛
．
H
α
■
「
こ
く
『
O
σ
吋
O
鵠
一
〇
こ
α
ひ
σ
周
、
．
一
（
O
コ
臨
O
α
①
同
P
O
噺
回
　
一
α
刈
ω
μ
蟻
噂
㌧
淘
担
α

　
　
（
一
Φ
N
。
。
∀
ω
・
ゆ
。
。
I
H
O
。
。
〔
以
下
ミ
＆
ミ
鼠
3
、
薮
ミ
、
、
と
略
記
〕
噛
鑑
㊤
9
ω
N
。
≦
ω
匡
、

　
§
ミ
‘
。
。
」
①
心
■

⑳
≦
弁
説
。
コ
。
℃
。
ミ
診
罫
b
甑
鴨
甘
ぎ
N
防
ミ
§
§
智
慧
ミ
．
噌
8
0
ヨ
H
（
お
。
。
①
y

　
！
く
琶
．
回
H
ご
q
a
。
壽
二
撃
一
窯
ぎ
ざ
墨
≦
舞
ω
N
署
こ
り
。
。
0
ω
．
猿
ご
≦
．
ω
。
三
巴
鼠
、

　
＝
＝
①
轟
『
罵
甘
　
≦
9
一
〇
N
《
「
　
ω
酔
O
h
9
昌
　
じ
口
P
峠
O
憎
緒
℃
　
N
冤
◎
q
ヨ
＝
励
声
　
H
H
困
　
（
一
q
『
b
o
一
一
①
◎
Q
b
o
）
、
、
、

　
　
卑
属
恥
馬
O
幅
、
㍉
袋
博
O
亀
岡
陵
ら
姫
起
喬
℃
O
馬
恥
神
祠
O
N
O
脇
ひ
H
一
同
O
戚
黛
「
N
回
O
q
職
O
曳
．
」
N
N
団
、
國
く
一
，
斜
需
ひ
’
く

　
　
漬
り
b
コ
G
Q
噂
　
ω
．
H
昏
o
Q
Q
㎞
　
Q
Q
．
唱
終
㊤
乙
自
N
《
O
搾
於
　
ヒ
内
O
P
h
①
〔
δ
『
9
0
㎞
9
　
♂
く
ρ
「
し
o
N
餌
毛
ω
一
丁
9
　
μ
　
一
q
『
G
ゆ
．

　
　
幻
O
N
ヨ
冤
恥
一
僻
昌
一
9
ゆ
『
O
げ
O
O
σ
q
『
㊤
ゆ
O
N
口
O
山
ゆ
N
望
騨
O
薫
O
鵯
層
匂
　
沁
℃
℃
α
　
（
一
り
障
G
◎
）
M
ω
．
①
O
l
り
『

89　（731）



　
〔
以
下
葡
。
§
鷺
、
§
ミ
と
略
記
〕
…
。
。
毘
3
。
呂
鼠
。
き
。
賢
ミ
●
”
ω
e
b
。
。
。
．

＠
　
o
や
開
。
δ
涛
P
魯
噛
ミ
こ
。
。
’
一
蒔

⑳
冥
8
三
。
ω
、
愚
ミ
き
唱
．
鎗
刈
I
b
。
b
。
ω
．

⑭
　
し
ウ
＆
胃
ρ
§
．
亀
臥
∴
嵩
．
ω
o
σ
♂
ω
窪
こ
”
と
〉
蝕
o
o
’
く
貯
お
．
”
．
ω
℃
曾
。

　
に
。
藍
。
α
o
冨
。
器
妻
霞
。
・
舞
’
〈
ω
冨
顧
認
μ
、
、
㌧
箋
q
（
δ
b
⊃
。
。
y
ω
●
①
早
籍
（
本
稿
で

　
は
置
二
↓
曙
昏
§
ド
ミ
§
恥
匙
§
富
馬
ミ
需
。
㌧
娼
。
匹
琴
南
ω
●
O
旨
《
σ
o
芝
m
ぼ
①
σ
q
P

　
芝
9
崩
N
帥
≦
ρ
一
㊤
刈
Q
◎
「
ω
．
b
二
α
学
b
コ
唖
ぺ
所
…
舶
収
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）
噛
ω
一
Φ
旨
冷
跡
。
。
瞠
ひ

　
ミ
。
ミ
§
紬
こ
概
＆
臓
、
．
叫
固
こ
こ
勺
。
一
〇
ヨ
罠
暁
．
、
葡
挿
q
（
お
邸
◎
。
y
ω
・
誤
◎
。
占
O
O
㎞

　
ω
曜
勺
富
旨
《
o
ζ
い
沁
。
田
舞
緊
§
職
§
髭
．
：
い
ぴ
。
。
。
曳
疑
。
鳶
a
①
冨
。
憶
≦
p
『
。
・
N
ρ
宅
ω
賦
。
㎞

　
δ
汗
ロ
一
零
ω
芝
協
乙
Φ
菖
①
き
≦
団
急
き
霧
Φ
二
艮
9
〈
．
．
㌧
勘
担
Φ
（
一
Φ
Q
。
癖
）
㌧
。
・
．
一
8
1

　
這
一
〔
以
下
卜
。
遷
宍
ミ
と
略
記
〕
噸

⑮
　
い
↓
p
・
N
σ
ぎ
霜
爵
§
§
職
a
籍
辱
苫
ミ
ミ
嵩
も
ミ
愚
恥
ミ
き
㌧
ミ
恥
q
恥
鼓
琴
↓
ミ
恥
ぎ
、

　
O
ミ
無
嵩
高
ミ
ミ
・
’
爵
ミ
ミ
ミ
瀞
N
奮
。
ミ
＆
9
§
き
職
も
。
ぴ
ミ
＆
苫
黛
図
無
ミ
な
竃
ミ
§

　
画
商
ミ
恥
ミ
薦
旨
§
鶏
曳
逐
一
“
魯
、
§
ミ
鴇
電
厚
身
篭
馬
善
ミ
四
白
亀
斜
鼻
呂
。
富
毛

　
お
q
G
。
渇
」
お
占
置
旧
芝
’
d
8
9
戸
O
ミ
愚
帖
零
＆
ミ
黛
§
§
ミ
禽
画
き
さ
～
愚
。
冴
g

　
き
職
藁
触
亀
憾
。
ご
S
帯
k
ミ
き
・
・
陵
邑
a
≦
H
㊤
紹
・
ω
・
ミ
ム
。
。
・
こ
こ
で
は
タ
ズ

　
ビ
ル
は
《
σ
o
巳
ω
〉
を
と
り
、
ウ
ル
バ
ソ
は
党
派
毎
に
意
見
が
異
な
っ
て
い
た
点

　
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑳
ミ
蔑
ミ
ミ
勺
塾
ミ
M
8
0
ヨ
困
n
§
§
ぎ
N
駅
へ
㌧
。
鳶
寄
屋
”
ミ
讐
畑
。
弩
黛

　
眺
ぎ
‘
℃
8
『
巴
．
鵠
■
き
。
慈
ヨ
㌶
鵠
紅
①
σ
q
P
≦
舞
も
・
自
画
p
一
㊤
q
O
。
”
ω
．
卜
。
㊤
こ

　
い
護
霧
富
器
♂
く
。
。
匡
、
象
ミ
偽
ミ
a
辱
。
㌃
ぎ
凡
、
“
魅
ミ
ご
§
o
㌧
芝
旨
■
押
≦
胃
ω
鎚
≦
卑

　
一
Φ
①
P
ω
．
這
ト
ま
た
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盤
協
…
約
が
シ
ェ
ラ
フ
タ
内
の
ど
の
階
層
の

　
利
害
を
反
映
し
て
い
る
か
を
め
ぐ
っ
て
も
議
論
が
あ
る
。
S
・
グ
ル
シ
ェ
ツ
キ
は
、

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
流
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
役
割
を
強
調
す
る
通
説
に
対
し
、
領
主

　
－
領
厩
規
定
が
農
工
だ
け
で
な
く
零
細
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
大
貴
族
へ
の
従
属
を
強
め

　
た
と
解
釈
し
、
む
し
ろ
マ
グ
ナ
ー
ト
の
利
害
に
沿
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

　
ψ
0
2
。
ゆ
N
o
o
江
、
ヒ
ω
唱
。
ぽ
。
凶
器
。
び
財
o
N
o
ぎ
ロ
h
a
o
鑓
。
軸
側
≦
p
話
毘
ぞ
。
，
置
＆
．
、
、

　
O
電
、
お
（
お
⑦
。
。
Y
ω
藁
長
瀞
q
刈
’
こ
れ
に
対
し
て
は
S
・
プ
ワ
ザ
の
批
判
が
あ

　
る
。
の
．
勺
富
N
ρ
㌧
℃
唖
＆
鴇
鳶
誉
憶
ミ
画
畠
讐
②
O
§
鴇
S
さ
舞
禽
普
博
龍
§
9
薦
O

　
富
簿
ミ
§
ミ
（
賦
誌
占
鴇
へ
y
囚
邑
＆
’
く
お
①
㊤
〔
以
下
℃
竃
ミ
と
略
記
∀
ω
．
①
メ

⑳
。
や
多
多
。
。
・
ヨ
塁
こ
㌧
写
。
σ
q
峯
旨
ヨ
。
o
h
昏
Φ
図
o
h
自
導
魯
鑑
。
鵠
貯
島
・
臼
p
鼠

　
∪
ロ
臼
嘱
o
h
に
夢
舜
巳
四
雪
虫
ぎ
≦
悼
ミ
9
ω
o
舘
段
鼻
峠
胃
。
雪
げ
（
8
」
O
α
O
占
p

　
♂
α
O
）
、
”
㌧
鼠
℃
鎮
ω
凱
（
お
謡
y
℃
や
Q
。
O
I
ω
Φ
■
記
念
学
会
で
の
報
告
に
つ
い
て
は

　
O
肉
担
お
（
お
課
）
所
収
の
諸
論
稿
を
参
照
。

⑱
　
月
㊤
N
σ
ぎ
憩
ミ
酔
興
特
ぎ
ミ
砺
、
寒
3
唱
や
㊤
◎
。
1
り
㊤
◆
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第
二
章
　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
成
立
過
程

①
ヤ
ギ
エ
ウ
ォ
王
朝
断
絶
ま
で

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
王
朝
断
絶
後
の
空
位
期
に
締
結
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な

協
定
が
成
立
し
た
事
情
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
少
し
時
代
を
遡
っ
て
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
王
朝
下
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
状
況
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を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
J
・
マ
チ
シ
ェ
フ
ス
キ
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
は
国
家
理
性
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
国
家
理
性
と
は
、
具
体
的
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
の
複
合
民
族
国
家
と
し
て
の
性
格
を
指
し
て
い
る
。
　
一
六
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ワ

“
リ
ト
ア
ニ
ア
連
合
の
版
図
を
思
い
浮
か
べ
る
者
は
、
「
唯
一
の
信
仰
、
唯
一
の
法
、
唯
一
の
王
」
と
い
う
理
念
は
到
底
通
用
し
そ
う
に
な
い

こ
と
に
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ル
ト
海
か
ら
黒
海
に
ま
た
が
り
、
オ
ー
デ
ル
川
か
ら
ド
ニ
エ
プ
ル
川
に
至
る
そ
の
広
大
な
領
土
は
、
宗
教
的

に
見
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
辺
境
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
外
縁
に
も
位
置
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
の
他
に
、
全
人
口
の
五
分
の
二
に
及
ぶ
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
（
王
国
領
人
口
の
四
分
の
一
、
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国
領
人
口
の
三
分
の
一
か
ら
二
分
の

　
　
　
　
　
　
　
②

一
）
を
始
め
と
し
て
、
ア
ル
メ
ニ
ア
教
徒
、
カ
ラ
イ
派
と
タ
ル
ム
ー
ド
派
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
タ
タ
ー
ル
）
、
異
教
徒
で
あ
る
リ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ア
ニ
ア
人
が
共
存
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
宗
教
改
革
以
前
に
こ
の
国
に
は
既
に
信
仰
の
統
一
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王

朝
末
期
に
結
ぼ
れ
た
「
ル
ブ
リ
ン
合
同
」
（
一
五
六
九
年
）
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
リ
ト
ア
ニ
ア
の
間
の
結
合
を
強
化
し
、
「
両
国
民
の
共
和
国
」
を

成
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
複
合
民
族
国
家
と
し
て
の
国
家
存
在
を
固
定
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
、
一
三
世
紀
か
ら
始
ま
る
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
勢
力
拡
大
は
、
異
教
徒
の
リ
ト
ア
ニ
ア
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
双
方
を
脅
か
し
、

両
国
の
合
同
に
導
く
と
同
時
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
聞
に
剣
に
よ
る
改
宗
へ
の
反
発
を
生
ん
だ
。
既
に
一
五
世
紀
初
頭
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会

議
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
使
節
団
の
代
表
パ
ー
ヴ
ェ
ウ
・
ヴ
ウ
ォ
ト
コ
ヴ
ィ
ツ
は
「
異
教
徒
は
教
会
の
懐
の
中
に
い
な
く
と
も
、
皆
疑
い
な
く

創
造
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
羊
で
あ
る
」
、
「
異
教
徒
は
信
仰
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
彼
ら
の
自
由
意
志
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
騎
士
団
の
強
硬
な
活
動
を
非
難
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
対
外
的
要
因
と
も
相
侯
っ
て
、
信
仰
の
統
一
の
な
い
広
大
な
領
土
を
維
持
す
る
た
め
に
一
定
の
寛
容
政
策
を
必
要
と
す
る
こ
と

は
、
既
に
一
六
世
紀
以
前
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
一
五
世
紀
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
領
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
シ
ェ
ラ
フ
タ
は
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

リ
ッ
ク
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
と
ほ
ぼ
同
等
の
特
権
を
享
受
し
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
高
位
官
職
に
は
就
け
な
か
っ
た
が
、
比
較
的
寛
容
に
扱
わ
れ
て
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⑥

い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
五
二
〇
年
代
に
始
ま
り
四
〇
年
代
か
ら
高
ま
り
を
見
せ
る
宗
教
改
革
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
波
及
は
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
会

の
既
得
権
を
直
接
脅
か
す
こ
と
に
よ
り
、
以
前
に
は
な
か
っ
た
宗
教
上
の
緊
張
を
も
た
ら
し
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
宗
派
の
う
ち
、
ル
タ
ー

派
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
系
都
市
民
を
通
じ
て
プ
ロ
シ
ア
と
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス
カ
に
浸
透
し
た
の
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
と
り
わ
け
マ
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

オ
ポ
ル
ス
カ
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
と
リ
ト
ア
ニ
ア
の
マ
グ
ナ
ー
ト
の
間
に
支
持
者
を
見
い
出
し
た
。
加
え
て
他
の
諸
国
で
迫
害
を
受
け
た
急
進
的
セ

ク
ト
が
各
地
に
流
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
反
三
位
一
体
派
を
内
部
に
抱
え
込
ん
だ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
は
一
五
六
二
年
に
正
統
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
ら
成
る
「
大
教
会
目
8
一
①
。
。
ず
冨
奪
。
冒
頭
と
反
三
位
一
体
派
の
「
小
教
会
目
。
9
①
ω
欝
冨
貯
。
ど
に
分
裂
し
た
。
の
ち
に
後
者
は
ラ
ク
フ
に
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

点
を
築
い
て
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
兄
弟
団
」
の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
宗
教
改
革
の
進
展
を
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
権
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
眺
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
王
ジ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ム
ン
ト
一
世
は
ル
タ
ー
派
の
浸
透
に
伴
う
グ
ダ
ン
ス
ク
の
都
市
民
と
公
領
プ
ロ
シ
ア
の
農
民
の
反
乱
を
武
力
で
鎮
圧
し
た
（
一
五
二
五
年
）
。
ま

た
、
国
王
は
次
々
と
反
異
端
勅
令
を
布
告
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
派
の
著
作
の
出
版
禁
止
（
一
五
二
〇
年
）
、
改
革
派
の
布
教
及
び
異
端
の
書
物
の

輸
入
・
販
売
・
購
読
の
禁
止
（
一
五
二
一
二
年
）
、
異
端
的
傾
向
の
あ
る
外
国
の
大
学
へ
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
子
弟
の
留
学
禁
止
（
一
五
四
〇
年
）
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
違
反
者
に
対
し
て
追
放
・
死
刑
等
の
厳
罰
を
科
す
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
不
寛
容
勅
令
は
死
文
で
あ
り
続
け
た
。
一
六
世
紀
半
ば
ま
で
に
ク
ラ
ク
フ
だ
け
で
約
三
〇
件
の
異
端
に
対
す
る
訴
追
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
罪
人
を
戒
め
る
だ
け
で
終
わ
り
、
「
誰
も
頭
か
ら
髪
一
本
落
と
さ
な
か
っ
た
」
（
タ
ズ
ビ
ル
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
う
し
た
状
況
は
、
寛
容
な
統
治
姿
勢
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ジ
グ
ム
ン
ト
ニ
世
ア
ウ
グ
ス
ト
の
時
代
に
な
る
と
、
さ
ら
に
助
長
さ
れ
た
。
一

五
六
四
年
の
パ
ル
チ
ュ
フ
議
会
に
お
い
て
国
王
は
、
反
三
位
一
体
派
追
放
を
求
め
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
代
議
員
の
圧
力
に
屈
し
て
外
国
人
宣
教
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

追
放
令
を
出
し
た
が
、
こ
の
勅
令
は
文
字
通
り
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
追
放
さ
れ
た
の
は
三
人
の
イ
タ
リ
ア
人
改
革
者
に
と
ど
ま
っ
た
。
之
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

期
、
寛
容
は
、
数
々
の
不
寛
容
勅
令
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
態
の
成
り
行
き
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
改
革
の
特
質
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
国
の
宗
教
改
革
は
、
全
体
と

し
て
見
る
な
ら
ば
、
都
市
民
や
農
畏
に
よ
る
下
か
ら
の
運
動
で
あ
る
よ
り
も
、
ま
た
王
権
に
よ
る
上
か
ら
の
改
革
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ぐ
れ
て
「
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
宗
教
改
革
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
西
欧
に
は
見
ら
れ
な
い
幾
つ
か
の
現
象
が
生
じ
る
。
第
一
に
、
こ
の
国
の
宗
教

改
革
は
国
政
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
政
治
運
動
と
結
び
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
が
、
農
民
に
は

ほ
と
ん
ど
浸
透
す
る
こ
と
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
存
続
は
し
ぼ
し
ぼ
個
々
の
有
力
な
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
パ
ト
ロ
ン
の
好
意
に
か
か
っ
て

　
⑰

い
た
。
迫
害
を
逃
れ
て
や
っ
て
来
る
異
端
者
を
保
護
す
る
の
も
シ
ュ
ラ
フ
タ
で
あ
っ
た
。
教
皇
特
使
秘
書
ア
ン
ト
ニ
オ
・
マ
リ
ア
・
グ
ラ
ツ
ィ

ア
妻
田
》
馨
。
巳
。
蜜
貴
鼠
Ω
¢
N
寅
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
法
を
犯
し
た
り
、
宗
教
上
野
の
あ
る
考
え
を
抱
い
た
た
め
に
祖
国
を

追
わ
れ
た
者
は
皆
、
隠
れ
家
に
で
も
来
る
よ
う
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
逃
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
誰
で
も
、
自
分
を
守
り
、
支
持
し
、
励
ま
し
て
く

れ
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
が
見
つ
か
る
。
だ
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
出
身
の
新
教
徒
が
い
て
、
漏
せ
ら
れ
も
せ
ず
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

自
ら
の
妄
想
を
伝
え
、
教
え
、
説
教
し
て
い
た
。
」

　
第
二
に
、
宗
教
改
革
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
特
権
確
保
の
武
器
と
し
て
利
用
さ
れ
た
た
め
、
宗
教
的
自
由
は
身
分
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

特
権
の
一
部
と
見
な
さ
れ
た
。
反
異
端
勅
令
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
教
会
裁
判
所
の
判
決
は
、
制
度
上
世
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

権
力
に
よ
っ
て
し
か
執
行
さ
れ
得
な
か
っ
た
が
、
そ
の
執
行
機
関
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
宗
派
間
の
相
違
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
も
身
分
内
の
連
帯
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
よ
く
物
語
る
例
と
し
て
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
オ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
Q
Q
冨
巳
ω
富
毒
○
護
①
o
び
。
嵩
ω
匹
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
こ
と

　
　
　
⑫

が
で
き
る
。
ナ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
出
身
の
プ
シ
ェ
ミ
シ
ル
司
教
区
の
司
祭
で
あ
っ
た
が
、
一
五
五
〇
年
に
聖
職
者
独
身
の
掟
を
破

っ
て
結
婚
す
る
意
志
を
表
明
し
た
。
プ
シ
ュ
ミ
シ
ル
司
教
ヤ
ン
・
ジ
ャ
ド
ゥ
ス
キ
賢
昌
U
N
β
α
口
ω
匹
は
、
も
し
結
婚
す
る
な
ら
即
時
破
門
の

う
え
財
産
没
収
、
名
誉
剥
奪
、
国
外
追
放
に
処
す
る
旨
、
言
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
オ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
は
問
題
を
州
会
に
持
ち
込
み
、
事
は
単

な
る
教
会
宗
規
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
聖
職
者
に
よ
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
権
利
侵
害
で
あ
る
と
訴
え
た
。
ヤ
ク
プ
・
グ
ル
が
鞘
当
げ
○
ひ
祷
曽
、
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マ
ル
ツ
イ
ン
・
ズ
ボ
臣
フ
ス
キ
害
鶏
。
貯
N
び
。
峠
○
宅
ω
臨
、
ラ
フ
ァ
ウ
・
レ
シ
チ
ソ
ス
キ
図
既
巴
け
。
ω
N
o
N
蜜
語
ぼ
等
の
有
力
な
マ
グ
ナ
ー
ト
が

こ
れ
を
支
持
し
、
ナ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
は
結
婚
に
踏
み
切
っ
た
。
司
教
ジ
ャ
ド
ゥ
ス
キ
は
予
告
通
り
の
宣
告
を
下
し
、
国
王
ジ
グ
ム
ン
ト
・
ア
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
ロ
ス
タ

グ
ス
ト
も
こ
れ
を
認
め
て
当
地
の
代
官
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク
ミ
タ
国
。
汀
囚
ヨ
一
富
に
刑
の
執
行
を
命
じ
た
。
し
か
し
近
隣
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
が
抵

抗
の
姿
勢
を
示
し
、
執
行
は
な
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。

　
シ
ュ
ラ
フ
タ
は
、
自
ら
の
利
益
に
な
る
と
見
れ
ば
、
時
に
は
平
民
の
後
楯
に
も
な
っ
た
。
一
五
五
四
年
、
ポ
ズ
ナ
ン
司
教
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
チ

ャ
ル
ン
コ
フ
ス
キ
》
民
旨
且
O
N
錠
旨
。
≦
ω
匹
が
靴
屋
の
パ
ー
ヴ
ェ
ウ
・
オ
ル
ガ
ニ
ス
タ
℃
鉾
≦
①
陣
○
お
帥
巳
ω
霞
に
異
端
を
理
由
に
死
刑
判
決

を
下
し
た
時
に
は
、
百
人
を
越
え
る
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス
カ
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
が
押
し
か
け
、
司
教
は
こ
の
靴
屋
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
驚
愕
し
た
司
教
に
貴
族
た
ち
は
説
明
し
た
、
「
も
し
こ
の
男
で
も
う
ま
く
い
く
と
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
は
マ
ル
シ
ャ
フ
ス
キ
や
ト
、
ミ
ツ

キ
や
亥
ト
。
ル
ク
〔
い
ず
れ
も
ヴ
・
エ
ル
桑
ル
ス
カ
の
有
力
貴
族
〕
に
つ
い
て
も
う
奮
い
寒
ろ
2
・
矯

　
宗
派
間
の
対
立
を
上
回
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
身
分
的
結
合
は
、
議
会
の
場
で
は
異
宗
派
間
の
政
治
的
同
盟
と
し
て
現
わ
れ
る
。
一
五
五
二
年
、

オ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
の
ケ
ー
ス
が
議
会
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
代
議
院
議
長
に
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
ラ
フ
ァ
ウ
・
レ
シ
チ
ン
ス
キ
が
選

ば
れ
、
上
・
下
両
院
共
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
批
判
の
論
陣
が
張
ら
れ
た
。
激
し
い
攻
防
の
末
に
決
定
は
国
王
に
委
ね
ら
れ
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
ア

ウ
グ
ス
ト
は
異
端
に
対
す
る
裁
判
権
が
司
教
に
属
す
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
国
法
と
教
会
法
の
不
一
致
を
理
由
に
次
期
議
会
ま
で
の
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

裁
判
権
停
止
を
布
告
し
た
。
当
時
の
議
会
の
状
況
に
つ
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
改
革
派
レ
リ
オ
・
ソ
ヅ
ツ
ィ
ー
二

は
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
宛
の
書
簡
の
中
で
、
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
同
盟
が
容
易
に
成
立
す
る
と
述
べ
た
後
で
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。

「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
非
常
に
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
さ
え
彼
ら
に
加
わ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
的
自
由
は
政
治
的
自
由
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

そ
れ
は
彼
ら
が
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
も
っ
て
手
に
入
れ
た
が
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
政
治
的
1
1
宗
教
的
自
由
を
求
め
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
連
帯
は
、
さ
ら
に
一
五
六
ニ
ー
六
三
年
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
ク
フ
議
会
に
お
い
て
重
大
な
成
果

を
あ
げ
た
。
過
去
に
与
え
ら
れ
た
諸
特
権
を
楯
に
ジ
グ
ム
ン
ト
一
世
時
代
の
反
異
端
勅
令
の
廃
止
を
迫
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
に
対
し
、
ジ
グ
ム
ン
ト
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ス
タ
ロ
ス
タ

・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
代
官
に
よ
る
教
会
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
禁
止
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
手
足
を
も
が
れ
た
教
会
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

事
実
上
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
。

　
法
制
度
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
広
範
な
寛
容
が
支
配
す
る
中
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
新
旧
両
宗
派
は
、
他
の
諸
国

で
は
存
在
を
許
さ
れ
な
い
急
進
的
セ
ク
ト
と
の
共
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
加
え
て
、
多
数
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
派
が
並
存
し
た
た
め
に
、

新
教
側
の
い
か
な
る
宗
派
も
単
独
で
は
他
の
宗
派
に
対
し
て
決
定
的
な
優
位
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
改

革
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
γ
ト
全
宗
派
の
追
放
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
強
硬
派
と
、
反
三
位
一
体
派
に
代
表
さ
れ
る
急
進
的
セ
ク
ト
の
み
の
追
放
を
主
張
す
る
和
解
派
と
の
対
立
が
生
じ
た
。
他
方
、
イ
エ
ズ
ス

会
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
進
出
（
一
五
六
五
年
）
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
兄
弟
団
の
分
離
に
よ
っ
て
左
右
か
ら
挾
撃
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
三
宗

派
（
ル
タ
ー
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
派
、
ボ
へ
、
・
・
ア
兄
弟
団
）
は
一
五
七
〇
年
四
月
、
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
で
合
同
教
会
会
議
を
開
き
、
「
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
和
約
O
o
ロ
器
器
畠
ω
p
巳
。
讐
三
Φ
昌
の
互
を
結
ん
で
相
互
の
協
力
を
約
し
た
。
こ
の
和
約
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
急
進
派
と

い
う
「
真
理
と
福
音
の
敵
」
に
対
し
改
革
派
三
教
会
が
相
互
の
結
合
を
強
化
す
る
必
要
を
指
摘
し
、
三
宗
派
の
教
義
上
の
基
本
的
な
一
致
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

甚
し
、
過
去
の
「
あ
ら
ゆ
る
誤
解
と
論
争
を
永
遠
の
忘
却
の
中
へ
と
追
い
や
る
」
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
各
宗
派
の
信
仰
告

白
と
礼
拝
の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
た
。
各
教
会
は
組
織
の
自
立
を
維
持
す
る
が
、
各
信
徒
が
他
宗
派
の
寺
院
を
訪
れ
、
説
教
を
聞
き
、
秘
跡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

受
け
る
こ
と
は
奨
励
さ
れ
、
三
宗
派
の
代
表
が
各
宗
派
の
教
会
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

　
「
見
よ
、
兄
弟
が
和
合
し
て
共
に
お
る
の
は
い
か
に
麗
し
く
楽
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
詩
篇
第
＝
一
一
三
篇
冒
頭
を
結
び
に
置
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
和
約
は
、
改
革
派
同
士
が
迫
害
し
合
っ
て
い
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
類
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
革
派
三
教
会
内

部
の
和
解
の
成
立
は
、
議
会
内
の
政
治
的
動
向
と
連
動
し
て
い
る
。
既
に
一
五
六
九
年
の
ル
ブ
リ
ン
合
同
議
会
に
お
い
て
、
元
老
院
の
世
俗
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

員
を
見
る
限
り
、
新
旧
両
宗
派
の
勢
力
は
拮
抗
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
次
期
議
会
で
宗
教
問
題
を
討
議
す
る
と

　
　
⑬

予
告
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
は
こ
れ
を
国
王
を
自
陣
営
に
引
き
込
ん
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
教
会
設
立
へ
と
導
く
好
機
と
見
た
。
改
革
派
三
宗
派
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⑭

の
合
同
は
そ
の
た
め
の
受
け
皿
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
改
革
派
議
員
は
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
七
〇
年
の
議
会
に
新
旧
両
宗

派
の
同
権
を
保
障
す
る
憲
法
草
案
を
準
備
し
た
。
こ
の
草
案
は
カ
ト
リ
ヅ
ク
と
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
三
宗
派
の
平
和
共
存
を
提
起
し
て
お
り
、
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ち
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
へ
の
道
を
開
く
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
こ
の
提
案
は
司
教
団
の
激
し
い
反
撃
の
前
に
却
下
さ
れ
た
。

結
局
、
国
王
は
次
期
議
会
ま
で
の
暫
定
的
な
宗
教
的
平
和
共
存
を
声
明
す
る
の
み
で
議
会
は
閉
会
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
声
明
が
予
期

し
て
い
た
次
期
議
会
が
開
か
れ
る
前
に
ジ
グ
ム
ン
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
世
を
去
り
、
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
王
朝
は
断
絶
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王
朝
下
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
宗
教
改
革
の
進
展
に
よ
り
宗
教
的
緊
張
が
生
じ
、
法
制
上
は
む
し
ろ
不
寛
容
な

体
制
が
継
続
し
て
い
た
。
一
五
七
〇
年
の
反
三
位
一
体
派
を
排
除
し
た
形
で
の
宗
教
的
和
平
の
試
み
も
、
法
的
な
裏
付
け
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
に
は
多
様
な
宗
派
が
共
存
し
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
複
合
民
族
国
家
の
伝
統
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
身
分

的
結
合
に
由
来
す
る
執
行
権
力
の
機
能
不
全
、
政
治
的
自
由
と
宗
教
的
自
由
と
の
一
体
化
に
基
づ
く
議
会
の
場
で
の
異
宗
営
営
の
政
治
的
同
盟

の
成
立
、
と
い
っ
た
諸
要
因
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
の
寛
容
は
法
律
文
書
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
守
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
逆
に
、
な
ぜ
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王
朝
断
絶
後
の
空
位
期
に
全

面
的
な
宗
教
的
平
和
を
保
障
す
る
協
定
が
結
ぼ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
次
に
、
空
位
期
の
政
治
状
況
と
、
そ
の
中
で
の
連
盟
協
約

の
起
草
か
ら
承
認
に
至
る
過
程
を
具
体
的
に
追
っ
て
み
よ
う
。
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鋤
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
成
立

　
こ
れ
ま
で
度
々
「
宗
教
的
寛
容
」
「
宗
教
的
平
和
共
存
」
ど
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
が
す
べ

て
に
お
い
て
平
穏
な
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
宗
教
的
平
和
と
は
、
暴
力
の
行
使
が
宗
教
的
理
由
の
も
と
で
は
行
な
わ
，
れ
な
い
と

い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
宗
教
的
平
和
が
法
に
反
し
て
保
た
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
社
会
の
治
安
は
悪

か
っ
た
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ウ
カ
シ
ュ
・
グ
ル
ニ
ツ
キ
や
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
プ
リ
チ
闘
モ
ド
ジ
ェ
フ
ス
キ
の
よ
う
な
当
時
の
政



ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

論
家
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
殺
人
の
横
行
と
社
会
秩
序
の
乱
れ
を
し
き
り
に
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
王
朝
が
断
絶
し
、
権
力
が
空
白
と
な
っ
た
時
、
人
び
と
が
強
い
不
安
感
に
捉
わ
れ
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。

年
代
記
作
者
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
・
ハ
イ
デ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
国
家
の
運
命
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
怖
れ
と
不
安
が
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
の
心
に
と
り
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
〔
中
略
〕
あ
た
か
も
国
王
の
死
後
に
彼
と
共
に
国
家
全
体
が
亡
ん
だ
ご
と
く
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
空
位
期
の
緊
張
の
中
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
の
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
対
抗
関
係
が
複
雑
に
交
錯
し
な
が
ら
露
呈
し
て
く
る
。
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ま
ず
S
・
プ
ワ
ザ
の
整
理
に
従
っ
て
空
位
期
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
層
の
政
治
的
立
場
を
素
描
し
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
】
方
に
、
空
位
期
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
王
選
出
だ
け
で
な
く
国
制
改
革
の
好
機
で
あ
る
と
み
な
す
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
小
シ
ュ
ラ
フ
タ
を
基
盤
と
す
る
改
革
派
が
お
り
、
他
方
に

藁
囲
改
革
よ
り
も
現
状
維
持
を
第
一
と
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
を
抑
え
、
宗
教
的
自
由
の
法
的
承
認
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
マ
グ
ナ
ー
ト
及
び
マ
ゾ
フ
シ
ェ
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
中
心
の
保
守
派
が
い
た
。
さ
ら
に
両
者
の
間
に
、
改
革
派
の
行
き
過
ぎ
を
批
判
し
な
が
ら
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

時
に
マ
グ
ナ
ー
ト
に
対
し
て
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
民
主
政
を
守
ろ
う
と
す
る
ヤ
ソ
・
ザ
モ
イ
ス
キ
冒
嵩
N
ρ
8
◎
器
臨
等
の
中
間
派
が
い
た
。
勿
論
、

こ
の
三
党
派
の
区
分
は
き
わ
め
て
ラ
フ
な
も
の
で
あ
っ
て
、
改
革
派
の
中
に
も
ヤ
ン
・
フ
ィ
ル
レ
イ
賢
昌
国
二
＆
や
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ

フ
ス
キ
漂
。
霞
N
び
0
8
芝
の
箆
の
よ
う
な
マ
グ
ナ
ー
ト
が
い
て
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
し
、
ル
タ
ー
派
の
強
い
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

カ
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
強
い
マ
ウ
ォ
ポ
ル
ス
カ
で
は
必
ず
し
も
利
害
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
空
位
期
の
政
治
路
線
の

対
立
が
宗
教
的
対
立
と
重
な
り
合
っ
て
緊
張
を
増
幅
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
成
立
の
背
景
と
し
て
無
視

　
　
　
⑯

で
き
な
い
。

　
国
王
の
死
（
一
五
七
二
年
七
月
七
日
）
の
報
に
接
し
た
シ
ュ
ラ
フ
タ
層
は
、
権
力
の
空
白
を
埋
め
、
空
位
期
の
国
土
の
防
衛
と
秩
序
の
維
持
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
う
た
め
に
州
毎
に
「
連
盟
」
を
結
成
し
始
め
た
。
し
か
し
諸
勢
力
問
の
利
害
の
調
整
に
手
間
取
り
、
国
王
選
挙
の
準
備
を
行
な
う
た
め
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

謂
「
召
集
議
会
ω
Φ
噺
ヨ
騨
9
日
宅
。
冨
。
ご
藁
」
の
召
集
が
告
示
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
翌
七
三
年
一
月
六
日
、
召
集
議
会
が
幕
を
暴
け
た
。
こ
の
議
会
の
本
来
の
目
釣
は
国
王
選
挙
の
日
時
と
場
所
及
び
選
挙
方
法
の
決
定
で
あ
る
。
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国
王
候
補
に
つ
い
て
は
、
「
ピ
ァ
ス
ト
の
王
」
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
国
王
）
を
立
て
る
試
み
は
成
功
せ
ず
、
有
力
な
侯
補
者
と
み
ら
れ
て
い
た
の
は

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
大
公
エ
ル
ン
ス
ト
（
神
聖
寡
ー
マ
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
志
井
の
三
男
）
と
ア
ン
ジ
ュ
ー
公
ア
ン
リ
・
ド
・
ヴ
ァ
ロ
ワ
（
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ス
国
王
シ
ャ
ル
ル
九
世
の
弟
）
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
平
和
の
保
障
の
問
題
は
、
こ
の
二
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
候
補
者
の
登
場
と
も
関
連
し
て
議
題

に
上
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
サ
ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
夜
の
虐
殺
（
一
五
七
二
年
八
月
二
三
…
二
四
日
）
の
翌
年
で
あ
り
、
そ
の
惨
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
伝
え
ら
れ
て
衝
撃
を
与
え
て
い
た
。
王
位
候
補
者
ア
ン
リ
が
こ
の
事
件
に
関
与
し
て
い
た
だ
け
に
、
問
題
は
深
刻
で
あ
っ

⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
γ
テ
ル
レ
ツ
ク
ス

た
。
他
方
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
の
宗
教
的
分
裂
は
、
既
に
主
裁
大
司
教
の
空
位
期
執
政
就
任
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ル
シ
ヤ
ウ
エ
ク
の
ヴ
イ
エ
ル
キ
コ
コ
ロ
ソ
ヌ
イ

ル
ス
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
王
国
領
宮
内
護
衛
長
官
ヤ
ン
・
フ
ィ
ル
レ
イ
を
推
す
マ
ウ
ォ
ポ
ル
ス
カ
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
の
間
に
対
立
を
引
き
起
こ
す
等
、
政
治
的
分
裂
・
内
戦
へ
と
至
り
か
ね
な
い
危
険
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
内
外
の
情
勢
に
直
面
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
集
ま
っ
た
シ
ュ
ラ
フ
タ
は
、
宗
派
の
別
を
問
わ
ず
、
空
位
期
の
開
始
以
来
諸
州
の
連
盟

に
よ
っ
て
維
持
し
て
き
た
公
共
の
秩
序
を
保
組
す
る
た
め
に
、
国
内
の
諸
宗
派
の
平
和
共
存
を
公
的
に
保
障
す
る
必
要
を
認
め
た
。
そ
こ
で
、

地
域
的
連
盟
を
全
国
的
規
模
の
「
総
連
盟
」
に
拡
大
し
、
そ
の
協
定
の
中
に
宗
教
的
紛
争
を
避
け
る
条
項
を
挿
入
す
る
と
い
う
方
針
で
新
・
旧

両
宗
派
の
元
老
院
議
員
・
代
議
員
計
一
五
名
か
ら
成
る
委
員
会
が
任
命
さ
れ
た
。
協
約
制
定
の
発
案
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
か
ら
出
た
が
、
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

員
会
の
議
長
と
し
て
草
案
起
草
を
指
揮
し
た
の
は
ク
ヤ
ヴ
ィ
司
教
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
カ
ル
ン
コ
フ
ス
キ
ω
3
巳
ω
富
≦
囚
叢
叢
。
≦
ω
匡
で
あ
っ
た
。

　
一
月
二
七
β
、
委
員
会
の
起
草
し
た
連
盟
協
約
草
案
（
テ
キ
ス
ト
a
）
が
議
会
に
墨
示
さ
れ
る
と
、
司
教
団
の
激
し
い
反
発
を
呼
び
起
こ
し
た
。

和
解
派
と
し
て
知
ら
れ
た
執
政
理
事
座
大
司
教
ウ
ハ
ン
ス
キ
で
さ
え
、
連
盟
協
約
は
「
様
々
な
セ
ク
ト
に
門
戸
を
開
き
、
そ
こ
か
ら
更
に
異
教
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
至
り
得
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
起
こ
っ
た
よ
う
な
農
民
の
反
乱
の
原
因
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
強
く
抗
議
し
た
。
結
局
、

テ
キ
ス
ト
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
（
第
三
項
後
段
《
閃
ま
H
曙
富
言
い
張
篭
臼
ω
ω
薗
①
暮
。
ω
α
。
邑
蔭
8
。
。
巳
質
。
。
8
ヨ
ρ
器
。
・
3
貯
ω
げ
。
巳
器
。
。
）
》
〔
い
か
な
る
身

分
の
者
で
あ
れ
、
信
仰
に
お
い
て
相
異
な
る
我
々
は
〕
の
下
線
〔
傍
線
〕
部
が
翔
除
さ
れ
た
）
、
二
九
日
置
宗
派
を
問
わ
ず
多
数
の
世
俗
議
員
の
支
持
を

得
て
、
連
盟
協
約
は
採
択
さ
れ
た
（
テ
キ
ス
ト
A
の
成
立
）
。
こ
の
時
、
司
教
団
か
ら
は
た
だ
ひ
と
り
、
ク
ラ
ク
フ
司
教
フ
ラ
ソ
チ
シ
ェ
ク
・
ク
ラ
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⑰

シ
ソ
ス
キ
の
み
が
署
名
し
た
。
決
定
事
項
を
各
州
の
地
方
議
会
に
持
ち
帰
る
こ
と
を
定
め
て
、
召
集
議
会
は
閉
会
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
発
議
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
主
導
に
よ
る
起
草
、
司
教
団
の
抗
議
に
よ
る
修
正
と
署
名
拒
否
、
両
宗
派
の

世
俗
議
員
の
署
名
に
よ
る
採
択
、
と
い
う
入
り
組
ん
だ
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
成
立
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
協
約
が
国
法

の
一
部
と
し
て
正
式
に
承
認
さ
れ
る
に
は
、
な
お
長
い
紆
余
曲
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
各
州
の
連
盟
協
約
に
対
す
る
反
応
は
様
々
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ク
フ
州
会
と
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス
カ
州
会
は
、
宗
教
的
平
稲
を
保
障
す
る
連
盟

の
必
要
は
認
め
な
が
ら
も
、
本
来
国
正
選
挙
の
場
所
と
日
時
を
定
め
る
目
的
で
開
か
れ
た
召
集
議
会
に
は
、
こ
の
よ
う
な
協
約
を
制
定
す
る
権

限
は
な
い
と
し
て
、
最
終
的
な
承
認
を
次
の
選
挙
議
会
の
場
で
行
な
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
連
盟
協
約
の
意
義
そ
の
も
の
は
認

め
た
う
え
で
、
手
続
き
上
の
不
備
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
保
守
派
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
小
シ
ュ
ラ
フ
タ
を
中
心
と
す
る
マ
ゾ
フ
シ
ェ

六
会
は
、
連
盟
協
約
を
「
神
を
侮
辱
し
、
公
共
の
平
和
と
国
民
の
結
束
を
揺
る
が
す
も
の
。
o
σ
）
・
σ
滋
。
紳
N
O
酵
器
ρ
ゆ
9
や
一
≦
§
器
N
Φ
巳
①
ヨ

℃
o
犀
。
甘
℃
o
。
。
も
。
ま
Φ
σ
脅
。
醇
曵
く
ロ
一
ω
ω
o
o
δ
富
賦
。
。
」
と
み
な
し
、
そ
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
。
ク
ヤ
ヴ
ィ
、
プ
ウ
ォ
ツ
ク
の
州
会
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

不
承
認
の
態
度
を
と
っ
た
。

　
は
な
は
だ
興
味
深
い
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
の
主
導
す
る
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
会
の
立
場
で
あ
る
。
彼
ら

は
連
盟
協
約
を
基
本
的
に
承
認
し
た
う
え
で
、
二
点
に
わ
た
る
修
正
を
要
求
し
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
第
四
項
に
関
わ
る
も
の
で
、
ひ
と
つ

は
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
聖
職
禄
に
つ
い
て
の
記
述
を
入
れ
る
よ
う
に
求
め
る
提
案
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
領
主
一
領
民
規
定
を
明
確
な
も
の

に
す
る
た
め
の
こ
と
ば
の
補
充
の
要
求
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
州
会
決
議
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
各
人
は
不
服
従
な
領
民
を
罰
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
、
即
ち
ぢ
ω
覧
凱
ε
巴
ぴ
器
ρ
q
ρ
B
一
嵩
鶏
Φ
。
巳
9
浮
び
島
と
あ
る
部
分
に
は
、
次
の
よ

う
に
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
5
げ
。
巳
ω
ω
鳳
葺
¢
巴
♂
諺
ρ
毎
ヨ
ぱ
ω
㊤
①
o
巳
簿
比
9
ρ
斡
昌
一
Φ
o
≦
冨
お
（
世
俗
領
で
も
教
会
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
・
ボ
ニ
ス

で
も
、
但
し
信
仰
は
問
わ
な
い
）
と
。
」
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
会
は
こ
れ
に
よ
っ
て
第
四
項
前
段
が
聖
・
俗
所
領
に
お
け
る
従
来
通
り
の
領
主
権
の

存
続
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
ゆ
て
、
領
民
に
対
す
る
信
仰
の
強
制
を
定
め
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
こ
の
修
正
案
は
連
盟
協
約
の
定
め
る
寛
容
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
如
き
連
盟
協
約
を
め
ぐ
る
不
一
致
は
、
四
月
三
日
に
開
会
さ
れ
た
選
挙
議
会
の
場
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
時
点

で
の
賛
否
両
論
に
つ
い
て
は
オ
ジ
ェ
ル
ス
キ
が
年
代
記
の
中
に
記
し
て
い
る
。
各
陣
営
の
主
張
が
明
確
に
出
て
い
る
の
で
、
多
少
長
く
な
る
が

引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
連
盟
の
反
対
者
た
ち
は
、
連
盟
は
あ
ら
ゆ
る
異
端
に
道
を
開
く
の
み
な
ら
ず
、
無
神
論
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
、
い
や
無
神
論
を
許
す
ば
か
り
か
、
い
わ

　
　
ば
そ
れ
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
も
し
連
盟
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
勝
手
気
儘
を
許
す
な
ら
ば
、
選
ば
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
王
が
、
あ
ら
ゆ

　
　
る
誓
約
を
な
に
も
の
と
も
思
わ
な
か
っ
た
り
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
も
の
を
廃
す
る
よ
う
な
セ
ク
ト
に
近
づ
い
た
時
、
宗
教
を
口
実
に
し
て
、
行
な
わ
れ
た

　
　
誓
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
、
も
し
司
教
や
聖
職
者
身
分
全
体
か
ら
あ
ら
ゆ
る
収
入
、
財
産
、
資
金
、

　
　
葬
儀
の
権
利
そ
の
他
の
こ
の
種
の
収
益
が
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
損
害
と
な
る
。
〔
中
略
〕

　
　
　
連
盟
の
擁
護
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
第
一
に
、
連
盟
の
絆
は
異
端
や
無
神
論
へ
の
道
を
開
く
こ
と
を
臼
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
つ
ぱ

　
　
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
お
い
て
相
異
な
る
人
び
と
の
間
に
平
和
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
も
し
ト
ル
コ
人
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
タ

　
　
タ
ー
ル
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
訪
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
居
倥
し
、
交
際
し
、
自
ら
の
宗
教
を
信
仰
し
、
市
民
権
を
享
受
し
て
い

　
　
る
と
す
れ
ば
、
法
律
に
よ
っ
て
異
端
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
人
び
と
や
シ
ュ
ラ
フ
タ
と
同
様
の
自
由
と
権
利
を
享
受
し
て
い
る
人
び
と
に
対
し
厳
罰
を
科

　
　
す
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
第
三
に
、
速
盟
は
聖
職
者
か
ら
収
入
を
奪
う
こ
と
は
な
い
し
、
ロ
ー
マ
教
会
の
優
位
を
損
な
う
も
の
で
も
な
く
、
単
に
共
和
国

　
　
に
お
け
る
安
全
と
平
和
を
打
ち
建
て
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
サ
ソ
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
知
事
〔
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
〕
は
次
の
よ
う
に
発
欝
し
た
。

　
　
即
ち
、
外
母
人
の
間
で
は
多
く
の
内
戦
や
ひ
ど
い
残
虐
行
為
や
恐
ろ
し
い
宗
教
的
虐
殺
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
血
に
ま
み
れ
た
破
滅
的
な
例
に
警
告
さ

　
　
れ
た
だ
け
で
な
く
、
恐
れ
を
抱
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
、
き
わ
め
て
賢
明
に
も
国
家
全
体
の
平
蒲
と
秩
序
を
自
ら
の
手
に
確
保
し
、
こ
れ
を
自
ら
と
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
子
孫
の
た
め
に
保
障
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
反
対
派
は
異
宗
派
と
の
共
存
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
精
神
的
・
物
質
的
基
盤
の
崩
壊
を
恐
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
賛
成
派
は
、

連
盟
の
主
目
的
は
ロ
ー
マ
教
会
の
権
利
の
侵
害
で
は
な
く
他
国
に
見
ら
れ
る
如
き
宗
教
的
争
乱
の
回
避
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
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ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
連
盟
擁
護
派
が
連
盟
協
約
を
あ
く
ま
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
お
い
て
相
異
な
る
人
び
と
」

の
間
の
平
禰
の
保
障
と
み
な
し
つ
つ
、
そ
の
正
当
化
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
東
方
教
会
や
非
キ
リ
ス
ト
教
の
共
存
を

挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
が
も
っ
ぱ
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
ー
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
協
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
発
想
自
体
は
複
合
民
族
国
家
の
伝
統
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
対
立
は
寛
容
の
対
象
と
な
る
宗
派
と
身
分
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
も
生
じ
て
い
た
。
オ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
連
盟
に
つ
い
て
の
見
解
は
様
々
で
あ
っ
た
。
一
方
に
は
こ
れ
に
全
面
的
に
賛
成
し
、
一
致
し
た
合
意
で
あ
る
と
称
す
る
人
び
と
が
い
た
。
他
方
に
こ
れ
を

　
制
限
し
て
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
と
ロ
ー
マ
の
信
仰
の
み
を
こ
れ
に
含
め
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
い
た
。
さ
ら
に
す
べ
て
の
宗
派
に
平
等
に
自
由
を
認
め
る
人
び

　
　
と
も
い
た
。
カ
リ
シ
ュ
判
薯
ド
ブ
ロ
ゴ
ス
ト
・
ポ
ト
フ
ォ
ロ
フ
ス
キ
O
o
げ
H
o
σ
q
o
ω
げ
団
♀
窯
。
同
。
≦
。
・
犀
｝
の
よ
う
に
、
双
方
の
見
解
を
折
衷
し
て
、
ア
ウ
ク
ス
ブ

　
　
ル
ク
と
ロ
ー
マ
の
信
仰
は
各
人
に
許
し
、
他
の
宗
派
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
み
に
認
め
、
他
身
分
に
対
し
て
は
厳
罰
を
設
け
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
び
と
も
い
た
。
こ
の
や
り
方
は
、
μ
i
マ
と
異
な
る
い
か
な
る
宗
派
も
逸
脱
と
呼
ぶ
大
司
教
に
は
気
に
入
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
連
盟
協
約
を
め
ぐ
る
議
論
は
続
い
て
い
た
が
、
し
か
し
他
方
で
ア
ン
リ
・
ド
・
ヴ
ァ
ロ
ワ
が
王
位
に
当
選
す
る
可
能
性
は
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
⑯

ま
す
強
ま
っ
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
は
、
宗
教
的
平
和
の
保
障
な
し
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
王
に
同
意
し
な
い
と
い
う
姿
勢
を
強
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

シ
ュ
ラ
フ
タ
の
自
由
の
保
障
を
重
視
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
流
シ
ュ
ラ
フ
タ
も
、
寛
容
問
題
に
は
理
解
を
示
し
た
。
加
え
て
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

も
プ
巨
テ
ス
タ
ン
ト
寄
り
の
発
言
を
始
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
議
会
は
、
当
選
し
た
候
補
者
が
即
位
前
に
誓
約
す
べ
き
諸
条
件
1
の
ち

に
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条
項
諺
漸
増
ざ
ぐ
げ
Φ
旨
旨
。
零
ω
匹
Φ
」
の
名
で
知
ら
れ
る
一
を
定
め
、
そ
の
第
二
条
と
し
て
次
の
よ
う
な
条
文
を
組
み
込

　
⑲

ん
だ
。

　
　
こ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
シ
と
イ
ン
フ
ラ
ン
テ
ィ
及
び
他
の
諸
民
族
の
高
貴
な
る
王
国
に
は
信
仰
に
関
し
て
大
き
な
絹
違
が
存
在
す
る
。
故

　
　
に
宗
教
に
お
け
る
分
裂
や
不
和
が
原
因
と
な
っ
て
何
ら
か
の
反
乱
や
暴
動
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
王
国
の
市
民
の
或
る
者
た
ち
は
独
自
の
連
盟
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
っ
て
宗
教
的
問
題
に
お
い
て
は
平
和
を
守
る
こ
と
を
定
め
た
。
朕
は
彼
ら
に
対
し
、
こ
れ
を
永
遠
に
維
持
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
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こ
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
の
「
諸
条
項
」
へ
の
組
み
込
み
は
二
つ
の
点
で
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
王
権
に
対
し
て
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
特
権
を
保
障

　
　
　
　
　
⑳

す
る
「
諸
条
項
」
の
中
に
宗
教
的
平
和
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
的
自
由
が
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
基
本
的
な
権
利
の
一
部
を
購
成

す
る
こ
と
が
法
規
の
上
で
明
瞭
に
表
現
さ
れ
た
。
第
二
に
、
連
盟
協
約
の
法
的
効
力
の
問
題
は
以
後
、
「
諸
条
項
」
第
二
条
の
公
式
な
承
認
の

成
立
如
何
に
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
五
月
九
日
、
選
挙
議
会
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
に
ア
ン
リ
・
ド
・
ヴ
ァ
ロ
ワ
を
選
出
し
、
主
座
大
司
教
ウ
ハ
ン
ス
キ
は
ア
ン
リ
を
国
王
に
「
任

命
」
し
た
。
こ
れ
に
対
し
王
国
領
宮
内
護
衛
長
官
ヤ
ン
・
フ
ィ
ル
レ
イ
は
、
当
選
者
が
シ
拡
ラ
フ
タ
の
政
治
的
・
宗
教
的
自
由
を
誓
い
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
確
認
す
る
前
に
選
挙
の
結
果
を
既
定
の
も
の
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
議
場
を
離
脱
し
た
。
危
機
感
を
強
め
た
シ
ュ
ラ
フ
タ

は
一
二
日
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
に
関
す
る
修
正
を
加
え
た
う
え
で
連
盟
協
約
を
羊
皮
紙
に
書
き
直
し
、
こ
れ
に
多
く
の
議
員
が
署
名
・
捺
印
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
（
テ
キ
ス
ト
B
の
成
立
）
。
三
日
後
、
フ
ラ
ン
ス
大
使
モ
ソ
リ
ュ
ク
は
す
べ
て
の
条
件
を
受
け
入
れ
、
フ
ィ
ル
レ
イ
は
ア
ン
リ
が
国
王
に
選
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
た
こ
と
を
「
宣
言
」
し
た
。

　
し
か
し
王
位
を
手
に
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
側
が
支
払
っ
た
代
償
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
か
ら
当
選
者
を
出
す

た
め
に
は
サ
ソ
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
悪
印
象
を
払
拭
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
宗
派
を
越
え
た
結
合
は
、
こ
こ
で
も
無

視
で
き
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
　
フ
ラ
ン
ス
大
使
モ
ソ
リ
ュ
ク
は
シ
ャ
ル
ル
九
世
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
「
も
し
陛
下
が
彼
ら

〔
仏
国
負
軍
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
の
ユ
グ
ノ
ー
〕
に
対
し
厳
し
い
態
度
で
臨
ま
れ
ま
す
な
ら
ば
、
ど
う
か
信
じ
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
地
〔
ポ
ー
ラ
ン
ド
〕
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
陛
下
の
側
を
あ
え
て
支
持
し
よ
う
と
は
し
ま
す
ま
い
。
と
申
し
ま
す
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
ら
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
同
朋
た
ち
と
絶
縁
す
る
こ
と
は
望
ま
な
い
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
そ
こ
で
モ
ン
リ
ュ
ク
が
考
え
た
の
は
、
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ン
ス
國
内
の
ユ
グ
ノ
ー
の
権
利
の
保
障
と
引
き
換
え
に
シ
凱
ラ
フ
タ
の
支
持
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
大
使
の
提
案
に
応
じ
て

ピ
ョ
…
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
を
中
心
と
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
シ
ュ
ラ
フ
タ
は
九
箇
条
か
ら
成
る
条
件
を
呈
示
し
た
。
こ
の
所
謂
「
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
諸
要
求
勺
8
言
ぴ
＄
℃
9
0
巳
。
ゆ
」
は
、
シ
ャ
ル
ル
九
世
に
よ
る
ユ
グ
ノ
ー
の
特
赦
の
布
告
、
前
年
八
月
に
殺
さ
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
子

102 （744）



ワルシャワ連盟協約の成立く小山）

孫
の
地
位
・
名
誉
・
財
産
の
回
復
、
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
派
の
礼
拝
を
自
由
に
行
な
え
る
都
市
の
指
定
、
現
在
国
王
軍
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
ユ
グ
ノ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
砦
の
解
放
、
等
を
求
め
て
い
た
。
五
月
四
日
、
モ
ン
リ
ュ
ク
は
こ
れ
を
承
認
し
、
署
名
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
国
王
選
出
後
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
改
革
派
は
直
ち
に
使
節
を
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
に
派
遣
し
た
。
そ
の
時
国
全
軍
を
指
揮
し
て
ユ
グ
ノ
ー
を
攻
囲
し

て
い
た
の
は
ポ
…
ラ
ン
ド
王
位
当
選
者
ア
ン
リ
・
ド
・
ヴ
ァ
ロ
ア
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
事
情
を
告
げ
ら
れ
た
ア
ン
リ
は
包
囲
を
解
き
、
ラ
・
ロ

シ
ェ
ル
市
民
と
講
和
を
結
ん
だ
。
シ
ャ
ル
ル
九
世
は
、
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
を
工
む
三
都
市
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
公
的
な
礼
拝
を
許
可
し
、
フ
ラ
ン

ス
全
土
に
同
派
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
信
仰
を
認
め
た
。
こ
う
し
て
、
翌
女
年
第
五
次
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
短
期
閾
で
は
あ
る
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
的
寛
容
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
戦
争
の
一
時
休
戦
と
ユ
グ
ノ
ー
の
信
仰
の
自
由
の
承
認
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
境

　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
越
え
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条
項
扁
の
成
立
を
機
に
、
寛
容
を
め
ぐ
る
闘
争
の
フ
ロ
ン
ト
は
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
内
部
か
ら
、
「
諸
条
項
」
宣
誓
を
求
め

る
シ
ュ
ラ
フ
タ
と
こ
れ
に
抵
抗
す
る
国
王
と
の
間
に
移
行
し
た
。
一
五
七
三
年
八
月
一
九
日
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
書
名
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
四
名
か

ら
成
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
使
節
団
が
パ
リ
に
到
着
し
、
九
月
二
六
日
よ
り
王
位
当
選
者
本
人
と
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
ア
ン
リ
は
王
権
に
加
え
ら
れ

た
数
々
の
制
約
、
と
り
わ
け
宗
教
的
平
和
に
関
す
る
第
二
条
に
強
い
不
満
を
示
し
、
使
節
団
長
の
ポ
ズ
ナ
ン
司
教
ア
ダ
ム
・
コ
ナ
ル
ス
キ
は
議

会
の
信
任
を
裏
切
っ
て
ア
ン
リ
に
承
認
の
拒
否
を
勧
め
た
。
ル
タ
ー
派
の
ヤ
ン
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
は
コ
ナ
ル
ス
キ
に
対
し
「
祖
国
に
戻
っ
た
と

た
ん
に
あ
な
た
は
こ
こ
で
口
に
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
警
告
し
、
ア
ン
リ
に
対
し
て
は
「
も
し
誓
わ
な
け
れ
ば
ポ
ー
ラ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ド
国
王
に
は
な
れ
ま
す
ま
い
」
と
言
明
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
使
節
団
員
の
一
部
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
声
を
合
わ
せ
た
。
結
局
、
九
月
一
〇

日
、
ア
ン
リ
は
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
で
「
諸
条
項
」
を
誓
約
し
た
。

　
し
か
し
翌
七
四
年
二
月
一
一
一
日
、
ク
ラ
ク
フ
の
王
宮
内
の
大
聖
堂
で
の
戴
冠
式
に
お
い
て
ア
ン
リ
は
再
び
抵
抗
を
試
み
、
第
二
条
を
除
く

「
諸
条
項
扁
の
宣
誓
に
は
同
意
し
た
も
の
の
、
宗
教
的
な
平
和
の
保
障
に
つ
い
て
は
条
文
の
忠
実
な
復
唱
を
拒
ん
だ
。
三
ケ
月
後
、
シ
ャ
ル
ル

塵
世
の
死
去
に
伴
い
、
ア
ン
リ
は
深
夜
ひ
そ
か
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
脱
出
し
、
祖
国
で
フ
ラ
ン
ス
王
位
に
就
い
た
。
ア
ン
リ
逃
亡
後
、
国
王
に
選
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出
さ
れ
た
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
侯
ス
テ
フ
ァ
ン
・
。
ハ
ト
ー
リ
は
、
一
五
七
六
年
、
す
べ
て
の
条
件
を
受
け
入
れ
、
第
二
条
を
含
む
「
二
条
凝
」

　
　
　
　
　
　
⑳

全
体
を
誓
約
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
も
ま
た
間
接
的
に
法
的
効
力
を
与
え
ら
れ
、
「
両
国
民
の
共
和
国
」
の
憲
法
の
一
部

に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
が
空
位
期
に
成
立
し
、
国
法
の
一
部
と
し
て
承
認
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
追
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
指
摘
し

う
る
こ
と
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
空
位
期
と
い
う
最
高
権
力
不
在
の
例
外
的
な
非
常
時
に
、
国
内

の
秩
序
と
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
、
対
立
す
る
諸
勢
力
の
間
の
協
定
と
し
て
結
ぼ
れ
た
。
第
二
に
連
盟
協
約
成
立
後
も
、
そ
の
条
文
の
内
容

や
法
的
効
力
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
空
位
期
の
政
治
的
局
面
の
推
移
と
共
に
連
盟
協
約

は
当
初
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
内
部
の
暫
定
的
協
定
と
し
て
の
性
格
を
脱
し
、
む
し
ろ
王
権
に
対
し
て
言
々
的
に
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
自
由
を
保
障
す
る
一

条
件
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
始
め
る
。
第
四
に
そ
れ
に
伴
っ
て
、
想
定
さ
れ
る
寛
容
を
守
る
べ
き
主
体
が
、
当
初
は
協
約
に
署
名
し
た
シ
ュ
ラ

フ
タ
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
に
は
国
王
に
移
っ
て
い
っ
た
。
第
五
に
、
最
終
的
に
ス
テ
フ
ァ
ン
・
バ
ト
ー
リ
が
承
認
す
る
ま
で
、
形
式
的
に

は
連
盟
協
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
の
は
そ
の
署
名
者
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
連
盟
協
約
は
、
一
五
七
六
年
に
第
二
条
を
含
む
「
諸

条
項
」
全
体
が
共
和
国
の
憲
法
に
組
み
込
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
国
家
全
体
に
関
わ
る
法
的
効
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
を
ふ
ま
え
て
、
次
章
で
は
第
一
章
で
触
れ
た
二
つ
の
問
題
一
寛
容
が
保
障
さ
れ
る
宗
派
と
身
分
の
範
囲
1
を
改
め
て

検
討
し
、
連
盟
協
約
の
起
草
者
達
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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述
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る
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の
残
虐
な
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或
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厳
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な
や
り
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で
誰
か
を
信
仰
へ
と
導
い
た

　
り
、
何
者
か
の
良
心
を
圧
迫
し
た
り
す
る
べ
き
だ
な
ど
と
考
え
な
い
で
い
た
だ
き

　
た
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。
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。
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ス
ト
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異
端
者
と
会
話
し

　
た
り
章
を
同
じ
く
し
て
交
際
す
る
の
を
喜
ん
で
い
る
。
彼
ら
か
ら
の
手
紙
を
受
け

　
取
り
、
彼
ら
の
書
物
を
購
入
し
、
読
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
8
避
び
ぎ

　
b
無
亀
．
0
し
。
．
刈
α
．

⑭
こ
の
三
蓋
の
中
に
冒
頭
で
触
れ
た
オ
キ
ー
ノ
が
含
ま
れ
て
い
た
の
は
歴
史
の
皮

　
肉
で
あ
る
。
パ
ル
チ
ュ
フ
勅
令
に
つ
い
て
は
、
甘
σ
韓
r
§
．
ミ
‘
℃
や
誌
Φ
一
郎
ご

　
同
斜
N
げ
ぎ
愚
’
鼠
ぴ
。
。
■
畦
ム
悼
を
参
照
。

⑮
教
皇
特
使
ボ
ン
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
は
、
一
五
六
〇
年
頃
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
カ
ト

　
リ
ッ
ク
信
仰
に
反
対
す
る
雷
物
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
入
る
ま
ま
に
な
り
、
宮
廷
の
門

　
の
前
で
売
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
誰
が
そ
れ
を
広
め
て
い
る
か
明
白
で
あ
っ
て
も

　
誰
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詰
問
し
な
い
」
と
報
告
し
て
い
る
。
目
三
三
5
b
N
ミ
＄

　
ρ
5
P

⑯
ρ
ω
。
ぼ
孚
薯
鈍
b
ミ
、
。
ミ
§
ぎ
嵐
§
馬
§
戚
翫
嬉
馬
肉
さ
ミ
ミ
§
＝
ミ
や
a
O
N
㌧

　
≦
一
〇
し
弓
σ
P
良
O
昌
H
㊤
①
伊
O
Q
■
一
Φ
b
σ
1
一
③
Q
Q
曜

⑰
い
6
9
さ
ぎ
摯
ミ
き
ミ
賊
措
。
、
魂
§
驚
％
留
§
翁
樋
§
ミ
q
§
篭
§
ミ

　
瀞
。
ミ
、
喜
ミ
器
曼
斜
♂
〈
霞
の
N
僧
箋
餌
一
㊤
o
。
8
。
昏
．
ト
ニ
Q
。
凸
距
ト
ニ
ρ

⑱
9
ミ
さ
§
ミ
遷
。
℃
ミ
§
、
寄
ミ
亀
こ
§
ミ
蛍
。
℃
量
ρ
一
．
O
貯
箆
㌧
8
H
”

　
§
恥
神
零
k
苺
、
卜
薩
『
9
貯
α
ミ
一
〇
“
ど
ω
．
一
蒔
Φ
。

⑲
智
匿
N
σ
ぎ
こ
。
。
℃
。
富
。
N
。
ひ
。
。
薯
。
芝
。
σ
8
話
h
。
彗
峯
畠
、
．
㌧
乏
”
凄
㌃
ぎ
ミ

　
§
o
題
　
O
職
苔
警
§
ミ
」
特
ミ
ジ
馬
さ
。
・
落
。
富
爵
ミ
い
無
気
。
・
貯
6
、
ミ
§
噂
℃
o
α
　
お
ユ
・

　
〉
●
乏
《
o
鴇
跡
切
鉱
⑦
α
q
P
毛
肺
野
H
目
隔
♂
〈
碧
ω
N
9
≦
9
お
。
。
9
。
。
。
ω
ω
①
。

⑳
判
決
の
執
行
は
代
官
ω
富
6
。
。
冨
の
権
限
に
属
し
て
い
た
。
囚
鴛
N
旨
舘
。
芝
一
＝

　
い
。
雪
。
α
g
ω
鉱
㌧
§
■
驚
鳳
こ
ω
．
Q
。
一
。

⑳
｝
．
目
欝
三
醜
こ
ト
p
8
δ
霞
づ
。
o
お
謁
8
易
Φ
窪
℃
o
δ
。
q
旨
④
碧
×
×
≦
g

　
×
＜
頃
繊
9
冨
ω
．
、
」
砂
”
卜
＆
、
ミ
。
噂
ミ
§
い
費
N
O
o
9
夷
轟
肋
N
這
ミ
℃
§
栽
。
謡
ミ
§
防

　
砺
職
§
逡
a
ミ
無
ミ
鳶
画
ミ
昏
ミ
恥
9
§
辞
≦
騨
誘
N
聖
く
㊤
一
㊤
O
窃
、
℃
■
ω
恥
■
古
曲
派
の
違
い

　
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
日
常
的
な
社
交
関
係
を
阻
害
し
な
か
っ
た
。
き
ミ
巳
覧
や
心
一
曾
異

　
宗
派
間
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
｝
o
σ
韓
賞
号
‘
職
、
‘
℃
。
b
。
O
ω
…

　
↓
p
♪
N
三
『
㌧
b
篭
馬
ひ
ω
．
り
7
㊤
ω
を
鼻
恩
愛
。

＠
　
以
下
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
類
．
ω
〆
く
置
。
巨
霞
、
こ
ω
3
三
纏
泣
く
○
屋
①
畠
。
～
拳
江
”

　
芸
o
Q
路
㊦
毬
曳
嶋
。
胃
。
。
弘
綬
O
I
δ
朝
㊤
ニ
や
勺
。
亀
簿
肉
ミ
尉
電
、
Q
Q
…
G
Q
（
一
㊤
O
ω
）
㌧
℃
℃
．
ω
ム
O

　
に
詳
し
い
。
オ
ジ
ェ
ホ
フ
ス
キ
の
二
等
上
の
立
場
に
つ
い
て
は
七
d
・
囚
。
ω
三
碧
。
≦
2

　
と
ω
審
巴
鋒
二
毛
O
誕
o
o
げ
9
く
ω
ζ
（
一
U
一
ω
1
一
窃
①
①
）
旨
一
8
娼
。
轟
轟
冨
臼
器
鼠
。
貸
菅
蔓
．
．
層 （747）105



　
奪
さ
§
§
「
勺
趨
偽
曳
ミ
肉
ミ
軌
鷺
g
§
き
受
”
㊤
Q
。
（
δ
胡
y
ω
’
b
コ
7
Q
。
ウ
。
を
参
照
。

⑳
　
b
甑
ミ
馬
刷
ミ
馬
き
§
o
、
審
斜
↓
o
ヨ
一
“
§
き
奪
こ
N
ミ
㌔
℃
o
α
器
9
一
・
相
。
℃
o
白
鼠
Φ
α
q
P

　
℃
o
N
膨
騨
渉
H
ψ
O
P
ω
．
も
臼
㎝
O
．

⑳
｝
o
ぴ
・
芦
愚
’
ミ
‘
等
．
⑦
。
。
占
㊤
■

⑯
　
＝
五
五
九
年
十
月
二
子
付
。
き
ミ
こ
や
ほ
Φ
よ
り
引
用
。

⑯
　
く
ひ
H
r
団
〇
一
■
＄
㎝
い
℃
震
’
①
o
◎
・

⑰
　
強
硬
派
の
中
心
人
物
は
ヴ
ァ
ル
ミ
ア
司
教
（
の
ち
枢
機
卿
）
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・

　
ポ
ジ
ウ
シ
ュ
、
和
解
派
の
代
表
は
ヘ
ウ
ム
司
教
（
の
ち
主
座
大
司
教
）
ヤ
ク
プ
・

　
ウ
ハ
ソ
ス
キ
定
昇
紮
げ
d
o
ザ
p
。
ひ
ω
匡
で
あ
っ
た
。
童
言
の
見
解
の
相
違
に
つ
い
て

　
は
、
鞠
。
σ
興
計
。
》
ミ
．
”
郊
唱
．
お
O
占
O
①
を
参
照
。

⑱
　
駿
9
Φ
o
厩
”
o
》
職
計
ω
噛
一
り
㊤
1
卜
。
①
ω
．
以
下
の
「
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
の
和
約
」
の

　
引
用
は
、
培
・
憎
く
『
器
写
の
録
、
N
§
黛
切
斜
甑
亀
q
ミ
蟻
、
魯
§
ミ
亀
馬
き
㌧
ミ
題
鴨
」
簿
．
N

　
曽
＝
σ
q
凶
。
巨
ハ
一
㊦
α
q
o
い
ゆ
舞
ω
魯
ρ
↓
◆
H
㌔
≦
、
舘
ω
N
聖
く
㊤
H
㊤
O
心
、
『
o
℃
．
≦
貫
6
。
N
聖
く
帥

　
H
㊤
Q
。
①
㌧
ω
．
b
二
ω
Q
◎
あ
・
障
の
ポ
…
ラ
ン
ド
語
訳
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
。

⑳
き
ミ
‘
。
。
．
b
。
ω
。
。
l
b
。
し
。
㊤
．

⑳
　
「
我
々
は
、
互
い
に
結
束
し
、
こ
の
我
々
の
合
意
を
維
持
し
支
持
す
る
た
め
に
、

　
我
々
の
兄
弟
を
共
に
招
き
合
い
、
誘
い
合
う
義
務
を
負
う
。
と
り
わ
け
、
神
の
言

　
葉
を
聴
き
、
秘
跡
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
助
け
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が

　
ら
各
宗
派
の
制
度
、
規
律
、
儀
礼
は
こ
れ
を
維
持
す
る
。
〔
巾
略
〕
こ
れ
ら
の
教

　
会
が
一
般
教
会
会
議
を
開
催
し
た
い
場
合
は
、
我
々
に
そ
の
こ
と
を
通
告
す
る
べ

　
き
で
あ
り
、
諸
教
会
を
我
々
の
教
会
会
議
に
招
集
す
る
際
に
は
、
互
い
に
拒
絶
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
奪
ミ
‘
。
。
。
貿
O
・

⑳
　
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
の
和
約
の
国
際
的
反
響
に
つ
い
て
は
、
日
欝
三
5
9
ミ
馬

　
壁
式
ぎ
ミ
切
石
ぎ
紗
℃
や
。
。
刈
I
Q
。
Q
◎
．

⑫
　
全
議
席
数
＝
二
三
の
う
ち
、
司
教
一
五
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
平
信
徒
五
五
、
プ
ロ
テ

　
ス
タ
ン
ト
五
八
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
二
、
欠
員
三
。
函
葉
風
蓄
蕎
”
愚
’
亀
“
こ
日
．
H
押

　
o
N
g
N
ω
・
b
。
O
曽
b
◎
0
ω
の
議
員
の
宗
派
別
リ
ス
ト
を
参
照
。

⑳
　
護
『
o
身
濤
鉱
吻
愚
曜
無
“
こ
ω
．
Φ
点
P

⑧
出
費
。
。
鐸
愚
■
ミ
こ
。
。
■
嵩
団
山
O
O
噛

⑯
）
草
案
は
国
王
が
語
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
「
本
議
会
に
お
い
て
朕
に
自
ら
の
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
仰
告
白
を
提
出
し
た
人
び
と
は
、
い
か
な
る
身
分
の
者
で
あ
れ
（
2
貯
ω
8
呂
。
①

　
合
詩
〉
無
暮
葛
げ
。
卍
巴
。
ω
）
、
信
仰
の
問
題
に
お
い
て
は
、
朕
に
よ
っ
て
も
他
の
者

　
に
よ
っ
て
も
、
平
和
と
完
全
な
る
平
安
を
乱
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

　
信
仰
上
の
相
違
が
い
か
な
る
匝
民
間
の
敵
対
や
対
立
の
原
因
に
も
な
ら
な
い
よ
う

　
に
、
双
方
の
側
に
、
各
々
が
自
ら
の
信
仰
告
白
に
従
っ
て
自
由
に
神
の
言
葉
を
聴

　
き
、
称
え
、
ま
た
神
の
言
葉
を
平
安
の
う
ち
に
大
い
な
る
慎
み
を
も
っ
て
語
る
こ

　
と
が
で
き
る
よ
う
な
自
由
を
与
え
る
。
」
勺
⇒
o
身
詠
ω
江
㌧
o
》
職
計
ω
・
c
。
幽
よ
り
引

　
用
。
傍
点
部
分
の
表
現
は
、
の
ち
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
草
案
（
テ
キ
ス
ト
a
）

　
と
共
通
し
て
い
る
（
本
稿
九
八
頁
参
照
）
。
但
し
、
こ
の
憲
法
草
案
と
連
盟
協
約

　
と
の
連
続
性
に
関
し
て
は
、
異
論
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
連
続
性
を
指
摘
す
る

　
見
解
と
し
て
は
勺
貯
。
母
近
江
㌧
o
》
ミ
；
ω
■
繊
．
む
し
ろ
断
絶
を
強
調
す
る
立
場

　
と
し
て
は
寓
9
0
0
鉱
、
§
．
ミ
こ
。
。
．
爬
り
海
を
参
照
。

⑳
国
『
g
滋
ω
拝
愚
’
ミ
．
、
。
。
・
お
「
q
。
。
ふ
㊤
．

⑰
グ
ル
ニ
ツ
キ
の
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
自
由
と
法
を
め
ぐ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
イ
タ

　
リ
ア
人
の
対
話
』
葡
。
ミ
ぎ
さ
袋
噴
。
ミ
ぎ
＝
ミ
9
鳶
馬
ミ
。
ミ
。
、
§
笥
、
§
こ
特
§
窪
§
蕎

　
憾
。
ぴ
ミ
き
（
一
五
八
八
－
九
八
頃
執
筆
）
の
中
で
イ
タ
リ
ア
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ

　
て
い
る
。
「
い
や
こ
れ
は
妙
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
　
一
〇
グ
ロ
シ
ュ
か
そ
こ
ら
盗

　
ん
だ
者
は
あ
な
た
方
は
す
ぐ
捕
え
る
が
、
家
に
押
し
入
り
、
家
の
中
で
数
名
を
殺

　
害
し
、
娘
を
犯
し
、
妻
を
傷
つ
け
、
皆
を
追
い
出
し
、
自
分
は
そ
の
家
に
居
つ
い

　
て
し
ま
う
よ
う
な
者
は
捕
え
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
の
だ
か
ら
。
」
ダ
O
曾
巳
。
賦
、

　
㌔
㌃
ミ
ミ
、
哺
¶
H
押
。
℃
茜
。
．
國
■
勺
。
舞
p
ぎ
≦
㊤
窃
艶
ξ
即
一
㊤
α
ど
ω
．
ω
α
ゆ
’
プ
リ
チ
H
モ

　
ド
ジ
ェ
フ
ス
キ
の
見
解
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
プ
リ
チ
ー
ー
モ
ド
ジ
ェ

　
フ
ス
キ
の
国
家
改
革
論
」
『
史
林
』
六
九
－
掘
（
一
九
八
六
）
、
｛
〇
六
1
一
一
〇

　
頁
を
参
照
。
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⑳
　
最
上
級
審
を
司
る
国
王
の
死
虫
に
伴
っ
て
通
常
の
司
法
機
関
は
機
能
を
停
止
し

　
た
。
空
位
期
間
中
の
裁
判
は
、
連
盟
に
基
づ
き
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
代
表
か
ら
な
る
空

　
位
期
裁
判
所
ω
や
O
犀
ρ
冥
…
、
9
く
畷
に
一
．
“
っ
て
代
行
さ
れ
た
。
内
9
0
N
ヨ
霞
o
N
）
博
岸
一

　
い
縁
＝
o
（
ざ
霊
匡
芦
。
㌧
マ
驚
、
‘
。
。
．
一
竃
．

⑳
　
潟
」
、
【
o
冠
。
覇
㌶
o
貯
b
U
無
ミ
Q
、
o
ぴ
蕊
ミ
嫉
ミ
帖
ミ
翫
δ
唾
｝
ミ
ミ
袋
昏
冬
ミ
霜
§

　
臓
審
ま
賦
ミ
℃
ぎ
帖
龍
k
寒
い
で
『
N
①
申
。
隠
静
置
．
9
凶
巽
。
塁
臣
。
。
一
（
一
、
↓
。
H
b
℃
無
。
話
げ
霞
α
q

　
一
◎
◎
頓
8
ω
．
一
ド

⑳
嬉
p
N
p
§
．
ミ
こ
刃
。
巳
N
貯
曝
瓢
こ
q
σ
q
「
6
雲
φ
三
山
一
紆
凶
騨
富
。
N
⑦

　
唱
。
嵩
ぞ
o
N
a
、
、
■

◎
　
奪
ミ
こ
ω
．
一
門
－
器
．

⑧
き
ミ
‘
ω
．
濾
1
も
。
じ
。
．

⑳
　
奪
ミ
こ
。
昏
「
ω
曽
c
Q
廓
．

⑭
き
ミ
ニ
。
・
』
9
b
。
ド

⑮
　
空
位
期
の
諸
勢
ヵ
の
対
立
関
係
の
交
錯
に
つ
い
て
は
ω
’
O
罎
ω
隠
〇
三
”
導
簿
騎

　
o
き
寒
§
恥
建
霜
恥
讐
墨
型
。
斡
。
ミ
畳
勺
。
㌃
ミ
亀
＆
さ
凌
謀
首
“
無
目
“
魯
“
§
⇔
ミ

腎
鷺
、
、
§
§
（
賊
団
N
N
I
N
略
認
）
ン
く
霧
鶏
建
ち
①
ρ
。
。
■
這
－
一
①
を
も
参
照
。

⑯
謀
欝
2
§
噸
ミ
ニ
ω
．
ω
Φ
占
ご
Q
≡
ω
N
。
。
拝
愚
．
ミ
‘
ω
』
心
。
一
α
O
■

⑰
漂
書
見
愚
「
ミ
‘
ω
曜
念
ム
。
。
嚇
Ω
毎
ω
N
o
。
校
讐
幽
ミ
‘
。
。
。
δ
心
点
景
．

㊥
　
囚
帥
。
瞬
ヨ
鷲
o
N
滋
ハ
一
り
①
雪
。
色
。
話
匡
、
愚
．
ミ
“
こ
。
。
．
一
旦
占
一
ρ

⑲
　
他
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヨ
ハ
ン
三
世
ヴ
ァ
ー
サ
、
モ
ス
ク
ワ
大
公
イ
ヴ
ァ
ン
四

　
世
、
ヤ
ギ
ェ
ゥ
ォ
家
の
王
女
ア
ン
ナ
等
が
候
補
に
の
ぼ
っ
た
。
各
候
補
の
支
持
層

　
等
に
つ
い
て
は
、
℃
富
舜
、
o
》
ミ
4
ω
’
。
。
b
。
1
㊤
蔭
財
〇
三
ω
N
Φ
o
賦
、
o
㌧
■
ミ
‘
ω
」
8
i

　
一
。
。
刈
を
参
照
。

⑳
　
を
．
ω
9
一
①
ω
ζ
℃
㌔
o
N
恥
ぎ
斜
凄
穐
粛
§
亀
特
。
ぎ
＆
載
二
二
噛
、
“
き
℃
ミ
臨
3
丙
『
巴
a
ぞ

　
濁
り
一
9
0
り
曜
o
Q
ム
昏
⊇
’

㊥
　
冨
．
ω
①
フ
奉
宝
冠
’
專
£
遣
か
、
」
」
き
習
習
竃
℃
o
、
鶏
ミ
9
含
ミ
N
ミ
特
。
な
ぎ
－

　
誉
§
霧
ミ
偽
建
、
ミ
§
｝
賦
q
q
一
賦
ま
”
閑
『
鼻
O
≦
一
㊤
♂
”
ω
幽
心
。
。
ふ
O
●

働
　
℃
富
N
㌍
愚
．
織
、
‘
ω
9
邸
○
。
1
邸
9
Ω
毎
ω
N
o
o
臨
b
§
口
調
、
く
ω
．
お
O
占
象
．

⑳
　
ハ
イ
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
当
時
の
新
旧
両
宗
派
の
立
命
と
連
盟
協
約
起
草
に
至

　
る
経
過
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
「
異
端
と
の
平
和
が
こ
れ
ま
で
以
上
に

　
熱
心
に
論
じ
ら
れ
た
。
〔
ジ
グ
ム
ン
ト
・
〕
ア
ウ
グ
ス
ト
が
寛
大
だ
っ
た
た
め
に
様

　
々
な
セ
ク
ト
が
國
法
に
反
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
入
り
込
み
始
め
て
い
た
。
こ
れ
ら

　
の
セ
ク
ト
は
こ
こ
で
大
層
力
を
強
め
た
の
で
、
元
老
院
の
大
半
や
騎
士
身
分
の
多

　
く
の
入
び
と
が
新
し
い
宗
教
に
移
っ
た
だ
け
で
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
揺
る

　
が
し
、
多
く
の
土
地
で
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
暴
行
に
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
他

　
方
、
異
端
自
体
も
様
々
な
セ
ク
ト
に
分
裂
し
て
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
償
仰
を
圧

　
迫
し
、
自
ら
の
自
由
を
守
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
お
互
い
に
手
を
結
び
、
陰
謀

　
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
多
く
の
人
び
と
を
大
変
不
安
が
ら
せ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
内

　
戦
に
お
い
て
信
仰
を
異
に
す
る
党
派
へ
の
憎
悪
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
ア
ン
ジ

　
ュ
！
公
ア
ン
リ
が
王
位
を
得
よ
う
と
し
て
お
り
、
し
か
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
既
に

　
公
然
た
る
党
派
が
幾
つ
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
教
派
は
、
長
年

　
に
わ
た
り
様
々
な
特
権
や
自
由
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
ポ
…
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
た

　
ち
の
勢
力
と
富
や
彼
ら
の
気
質
を
警
戒
し
、
聖
職
者
の
影
響
力
を
恐
れ
て
い
た
。

　
他
方
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
は
い
つ
も
新
教
の
努
力
と
進
出
を
恐
れ
て
い
た
。

　
　
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
時
に
、
サ
ソ
ド
ミ
ェ
シ
ュ
城
守
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
・
オ
ヅ
ソ

　
リ
ン
ス
キ
踏
臼
吋
O
註
日
○
。
。
㎝
O
凱
渉
。
。
ζ
、
ビ
ェ
チ
城
守
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
シ
ャ
フ

　
ラ
ニ
ェ
ツ
。
り
＄
鼠
ω
三
毛
ω
N
ρ
呼
暫
巳
O
O
、
ヤ
ク
プ
・
ニ
ェ
モ
イ
ェ
フ
ス
キ
冒
搾
煽
げ

　
翅
8
邑
。
撤
毛
。
・
三
は
、
他
の
新
教
の
諸
派
と
共
に
、
ド
イ
ツ
で
成
立
し
た
の
と
同
様

　
の
宗
教
的
平
和
に
関
す
る
決
議
を
行
な
お
う
と
考
え
た
。
こ
の
平
和
の
条
件
を
私

　
的
に
定
め
、
し
か
る
の
ち
に
公
的
な
討
議
に
持
ち
込
も
う
と
い
う
目
論
見
で
あ
っ

　
た
。
こ
の
協
定
の
た
め
に
オ
ッ
ソ
リ
ン
ス
キ
と
ニ
ェ
モ
イ
ェ
フ
ス
キ
、
〔
カ
ト
リ
ッ

　
ク
〕
教
会
側
か
ら
は
ク
ヤ
ヴ
ィ
司
教
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
カ
ル
ン
ロ
フ
ス
キ
が
、
他

　
の
元
老
院
議
員
及
び
騎
士
身
分
の
人
び
と
と
共
に
任
命
さ
れ
た
。
司
教
自
ら
が
文

　
面
を
作
成
し
、
両
宗
派
の
元
老
院
議
員
と
各
州
か
ら
の
全
て
の
見
識
あ
る
代
議
員
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が
声
を
合
わ
せ
て
こ
れ
を
承
認
し
、
署
名
し
た
。
」
国
O
冠
O
篇
算
O
ぎ
㌧
愚
．
ミ
こ

　
・
。
・
紹
凸
G
。
．
ハ
イ
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
挙
げ
た
以
外
の
メ
ン
バ
ー
で
名
前
が
知
ら
れ

　
て
い
る
の
は
次
の
六
名
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
は
、
ウ
ェ
ン
ツ
ィ
ッ
ァ
州

　
知
事
ヤ
ン
・
シ
ェ
ラ
コ
フ
ス
キ
｝
ρ
ロ
ω
♂
門
巴
ハ
。
≦
ω
義
、
　
ヘ
ム
ウ
ノ
州
知
事
ヤ
ン

　
・
ジ
ャ
ウ
ィ
ソ
ス
キ
｝
p
昌
り
臥
p
芝
ゆ
。
。
謀
、
プ
シ
ニ
ミ
シ
ル
城
守
ヤ
ソ
・
ヘ
ル
プ

　
ル
ト
一
騨
昌
缶
魯
σ
蛋
詳
、
グ
ダ
ン
ス
ク
城
守
・
ヤ
ン
・
コ
ス
ト
カ
㎏
9
昌
囚
。
馨
ド
僧
、
プ

　
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
か
ら
は
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
知
事
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス

　
キ
、
グ
ニ
ェ
ズ
ノ
城
守
ヤ
ン
・
ト
ミ
ツ
キ
冒
瓢
月
。
日
ぎ
臨
。
残
り
の
勇
名
の

　
「
騎
士
身
分
の
人
び
と
」
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。
開
。
同
。
貯
P
愚
．
翫
欝
ρ
お
い
な

　
お
、
グ
ル
シ
ェ
ツ
キ
は
、
連
盟
協
約
の
発
案
者
は
、
ハ
イ
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
名

　
前
を
挙
げ
て
い
な
い
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る

　
O
崔
る
。
器
。
聾
℃
魯
．
職
馬
‘
こ
ゆ
’
b
。
ω
ド

⑭
三
富
N
2
0
》
ミ
こ
。
ウ
・
①
◎
。
一
①
ρ
司
教
団
内
の
紛
糾
の
た
め
カ
ル
ソ
コ
ブ
ス
キ
は
委

　
員
会
を
去
り
、
代
わ
り
に
御
座
大
司
教
ウ
ハ
ン
ス
キ
が
議
長
と
な
り
、
カ
ト
リ
ッ

　
ク
教
会
の
代
表
者
四
名
（
プ
ウ
ォ
ツ
ク
司
激
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ミ
シ
コ
フ
ス
キ
娼
h
o
育

　
竃
宅
。
・
N
H
（
o
≦
。
・
賦
、
ポ
ズ
ナ
ン
司
教
ア
ダ
ム
・
コ
ナ
ル
ス
キ
｝
熱
帥
喫
緊
。
昌
ρ
屋
ξ
、

　
ク
ラ
ク
フ
司
教
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
ク
ラ
シ
ソ
ス
キ
舅
轟
昌
。
貯
N
o
搾
山
蔓
ω
ぼ
ω
置
、

　
ヘ
ウ
ム
ノ
司
教
座
盤
堂
参
事
会
員
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
コ
ス
ト
カ
国
。
＃
魏
。
。
陰
門
ρ
）

　
が
加
わ
っ
た
。
Ω
羅
ω
N
⑦
o
匡
、
愚
●
鼠
計
ω
。
卜
。
Q
。
b
。
1
卜
3
ω
ω
．

㊨
　
℃
賞
N
P
愚
．
9
罰
。
管
．
①
q
…
穴
。
『
o
涛
9
§
●
禽
計
し
唖
．
鵠
ふ
ω
・
他
に
ど
の
よ
う
な

　
修
正
が
行
な
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑳
但
し
日
付
は
一
月
二
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
奪
ミ
‘
ρ
幽
α
・

⑰
　
℃
富
鎚
℃
§
■
算
計
こ
。
■
⑦
Q
。
．

⑳
　
ク
ラ
ク
フ
州
云
試
は
「
選
鎚
孚
に
お
い
て
始
め
て
ム
帯
奥
が
こ
れ
〔
連
明
皿
協
約
〕
を
決

　
議
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
か
つ
〔
召
集
議
会
に
お
い
て
〕
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
紙

　
に
雲
く
の
で
は
な
く
、
羊
皮
紙
に
書
か
れ
る
よ
う
約
束
し
た
。
」
鼠
ミ
合
恥
曼
ミ
募
。
§

　
さ
ミ
寒
＆
§
§
合
毎
養
ぎ
建
罫
鳶
恥
9
6
H
“
獄
誌
占
念
9
’
遷
鳥
●
ω
・
汽
暮
旨
9
9
㌧

　
内
目
9
・
ド
9
く
ド
O
ω
b
ひ
幅
。
。
■
ゆ
◎
o
■
ヴ
ィ
エ
ル
コ
ポ
ル
ス
ヵ
州
会
に
つ
い
て
は
」
ミ
＆

　
防
愚
ミ
ぎ
竃
馬
き
＆
“
竃
幾
碗
§
㌧
o
ミ
§
課
ミ
薦
。
帖
ぎ
N
画
青
焼
魂
。
、
日
」
”
観
認
よ
a
斜

　
o
騨
一
“
小
誌
1
＆
ミ
ニ
く
《
α
幽
≦
．
∪
宅
。
尽
碧
N
o
ぎ
勺
。
§
卑
ひ
一
8
圃
℃
。
・
■
り
．

⑲
　
こ
℃
3
措
ω
5
2
㊤
曙
8
置
け
≦
ρ
≦
。
・
N
望
白
亜
£
o
日
g
o
毛
一
〇
9
幽
一
品
。
唄
N
o
9
三
6

　
げ
。
曵
o
O
窪
8
覧
…
”
、
ぎ
”
累
o
p
津
。
。
P
愚
●
掛
切
‘
＜
o
一
・
同
H
同
㌔
や
誤
圃
．

⑳
　
穴
。
δ
欝
9
愚
●
＆
、
‘
ω
◆
戯
窃
■

⑪
　
℃
冨
。
。
N
望
。
群
ひ
ト
。
三
冬
§
ω
。
一
二
所
…
収
の
テ
キ
ス
ト
参
昭
押
。

⑫
奪
ミ
．

⑱
　
彰
徳
N
P
落
．
翫
計
ω
．
Q
。
9

⑧
○
養
①
富
罫
§
・
ミ
ニ
・
。
」
O
α
占
8
◎

⑯
　
奪
ミ
｛
ω
．
一
8
．

⑭
　
フ
ラ
ン
ス
側
に
有
利
に
戦
い
を
導
い
た
の
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
一
般
の
室
蘭
プ
ス
ブ

　
ル
ク
感
情
と
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
大
使
ジ
ャ
ン
・
ド
・
モ
ソ
リ
ュ
ク
｝
①
斜
昌
α
O
旨
O
巳
ロ
O

　
の
巧
み
な
工
作
で
あ
っ
た
。
O
毎
ω
N
①
。
匡
b
愚
．
無
、
‘
㎝
．
b
⊃
b
。
Q
。
I
b
。
ω
O
．
モ
ン
リ
ュ
ク

　
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
懐
｝
茱
策
に
つ
い
て
は
後
述
。

⑰
　
勺
訂
N
ρ
愚
●
氣
燥
こ
ω
．
H
O
野

㊥
　
き
ミ
．
㌧
ω
．
P
8
¶

㊥
　
き
ミ
こ
ω
。
詮
占
O
黛
Ω
毎
興
8
匡
憎
§
．
9
計
ω
・
爬
O
苧
N
①
り
．

⑳
「
ひ
罫
8
い
。
。
り
8
鵠
貝
．
b
。
．

＠
　
　
「
諸
条
項
」
は
宗
教
的
平
和
の
保
障
の
他
に
、
国
王
自
由
選
挙
、
二
年
毎
・
会

　
期
六
週
間
の
議
会
の
召
集
、
国
王
が
議
会
の
同
意
な
し
に
宣
戦
・
講
和
締
結
・
軍

　
事
動
員
・
課
税
・
配
偶
者
の
決
定
等
を
行
な
う
こ
と
の
禁
止
、
国
王
が
誓
約
に
違

　
反
し
た
場
合
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
抵
抗
権
等
を
定
め
て
い
る
。
き
ミ
こ
h
o
｝
■
◎
。
O
①
あ
電
．

　
貴
族
共
和
制
期
の
ポ
…
ラ
ン
ド
国
制
史
上
、
「
諸
条
項
」
　
の
占
め
る
位
澱
は
極
め

　
て
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
考
察
は
で
き
な
い
。
第
一
回
空
位
期

　
が
も
た
ら
し
た
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
文
献
の
指
示
も
含
め
、
次

　
の
論
文
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
ω
。
℃
富
鑓
；
O
『
寒
σ
Q
霧
旨
ひ
剛
冨
勺
。
腎
甘
a
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o
っ
誘
8
ヨ
。
（
夢
。
一
」
o
一
一
。
・
『
0
9
つ
ヨ
9
芸
、
o
銭
二
冒
無
8
噌
昏
㊦
図
答
貯
。
酔
［
g
o
｛

　
匪
。
冒
σ
q
。
ぎ
三
音
∪
岩
馬
身
．
、
’
箆
、
蛍
認
（
6
Q
Q
α
）
も
や
O
？
。
。
Φ
畢

＠
勺
富
鼻
勺
暮
8
ω
」
O
。
。
占
O
O
い
9
島
N
。
。
拝
§
・
ミ
■
㌧
。
。
’
雪
り
凸
。
。
O
．

⑬
　
℃
粕
p
N
2
号
．
織
執
・
、
。
α
」
五
趣
一
ω
．
鰍
佃
名
・
捺
印
の
状
態
に
つ
い
て
は
ω
凶
2
凱
。
ぴ
5
。
鉱
℃

　
b
ミ
鴫
這
ミ
及
び
穴
。
憎
。
欝
9
0
、
．
9
計
。
摩
．
窃
？
認
を
参
照
。

⑭
犀
欝
ρ
ミ
v
■
ミ
こ
ω
．
＝
ご
9
易
器
。
冠
℃
愚
「
ミ
こ
6
。
．
b
。
。
。
㌣
N
。
。
。
。
顧

⑯
一
五
七
三
年
一
月
二
二
日
付
。
閉
。
卯
三
。
ρ
愚
・
ミ
・
”
〈
。
ド
H
罫
や
b
。
鱒
P

⑯
ω
o
σ
8
ω
H
F
愚
●
ミ
‘
。
。
．
“
。
。
る
O
占
O
ド

⑰
　
テ
キ
ス
ト
は
奪
ミ
こ
ω
」
。
。
α
占
。
。
り
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑱
き
ミ
‘
ω
．
8
あ
ド

⑳
　
使
者
は
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
の
秘
書
プ
シ
ェ
ツ
ワ
フ
ス
キ
唱
旨
⑦
o
樹
毛
。
。
一
路
。
き
ミ
．
、

　
。
。
．
ざ
Φ
．

⑳
　
き
ミ
‘
。
。
」
O
？
＝
一
．

⑳
　
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
高
橋
薫
「
フ
ラ
ン
ス

　
宗
教
戦
争
期
の
若
干
の
パ
ソ
フ
レ
に
於
け
る
ポ
…
ラ
ン
ド
の
政
治
的
イ
メ
ー
ジ
に

　
つ
い
て
」
『
論
集
臨
〈
駒
沢
大
・
外
国
語
〉
二
五
（
一
九
八
七
）
、
三
七
一
五
三
頁
を

　
参
照
。

働
　
o
Q
o
コ
く
p
昼
ω
匡
㌔
ミ
》
．
寒
冷
．
ω
・
一
画
面
一
心
ω
二
念
．
使
節
団
の
構
成
に
つ
い
て
は

　
奪
ミ
‘
。
。
■
H
O
リ
ム
一
P

⑱
　
勺
宣
N
2
号
．
職
計
。
。
．
旨
α
ム
b
◎
P
こ
の
ズ
ボ
ロ
フ
ス
キ
の
言
明
が
王
権
に
対
す

　
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
自
由
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に

　
つ
い
て
は
W
・
ソ
ビ
ェ
ス
キ
の
興
味
深
い
論
稿
が
あ
る
。
≦
．
ω
。
σ
δ
ω
ζ
一
’
2

　
口
8
二
目
玄
ω
㌧
ロ
8
話
σ
Q
舜
σ
一
ω
…
ω
ぽ
吋
。
箕
N
毬
凶
震
ゆ
す
蝕
。
≦
ω
冨
．
、
し
コ
討
こ

　
↓
遣
魯
§
簿
§
；
ミ
§
ぎ
“
隷
爵
撃
ω
』
q
ア
b
。
謡

㊨
罎
p
墨
愚
．
ミ
ニ
ω
」
b
。
⑦
。

㊥
き
ミ
’
。
・
」
ω
卜
。
占
ω
弁
。
。
。
コ
く
蝕
。
。
鐸
愚
．
ミ
‘
ω
」
ミ
．

⑳
℃
三
碧
§
．
ミ
‘
。
。
．
猿
b
。
一
戸
α
。
。
噛
ω
①
暑
寡
ω
】
F
§
．
ミ
。
℃
・
。
」
刈
O
．

⑳
き
ミ
こ
ω
論
㊤
㊤
●
ポ
ー
ラ
ン
ド
逃
亡
を
め
ぐ
る
ア
ン
リ
の
思
惑
に
つ
い
て
は
、
西

　
澤
耀
生
「
国
王
の
逐
電
ー
ア
ソ
リ
三
世
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
」
『
史
の
辺
境
に
む

　
け
て
一
逆
光
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
』
、
未
来
社
、
　
一
九
八
六
年
、
二
三
四
一
二

　
六
七
頁
を
参
照
。

盲
嚢
欝
p
魯
．
ミ
‘
。
。
」
課
1
一
ミ
．

ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

第
三
章
　
連
盟
協
約
起
草
者
の
意
図

　
寛
容
が
適
用
さ
れ
る
宗
派
の
範
囲
の
洋
弓
か
ら
始
め
よ
う
。
連
盟
協
約
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
、
こ
の
協
定
が
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
等

の
非
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
む
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
召
集
議
会
で
成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
A
に
は
ギ

リ
シ
ア
正
教
会
の
聖
職
禄
に
関
す
る
言
及
が
無
か
っ
た
。
漸
く
召
集
議
会
後
の
地
方
議
会
レ
ヴ
ェ
ル
の
討
議
の
中
で
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
立
場

を
考
慮
す
る
と
い
う
要
求
が
出
さ
れ
、
選
挙
議
会
の
場
で
第
四
項
後
段
の
聖
職
禄
保
全
に
関
す
る
一
文
に
正
教
会
へ
の
言
及
が
付
加
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
た
と
え
文
面
上
は
特
定
宗
派
の
名
を
挙
げ
ず
に
宗
教
的
平
和
共
存
の
一
般
的
原
則
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
当

109 （751）



初
の
起
草
者
達
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
し
か
も
全
体
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

　
但
し
そ
の
際
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
は
宗
教
改
革
急
進
派
を
排
除
し
て
い
な
い
。
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

盟
協
約
の
制
定
に
は
反
三
位
一
体
派
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
も
関
与
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
派
を
も
包
含
す
る
と
い
う
点
で
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
「
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
の
和
約
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
一
五
七
〇
年
の
憲
法
草
案
を
超
え
る
爾
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
起
草
者
た
ち
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
が
直
接
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
ー
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
間
の
関
係
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
宗

教
的
平
和
共
存
の
発
想
の
背
後
に
は
、
オ
ジ
ェ
ル
ス
キ
の
記
す
連
盟
擁
護
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
複
合
民
族
国
家
に
お
け
る
複
数
宗
教
共
存

の
経
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
寛
容
が
適
用
さ
れ
る
身
分
の
問
題
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
a
に
あ
っ
た
《
。
巳
ロ
ω
。
ロ
ヨ
ρ
器
簿
葉
箒
び
。
ヨ
一
器
ω
》
が
い
か
な
る
範
囲
を

示
し
て
い
た
か
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
の
閲
で
意
見
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
S
・
プ
ワ
ザ
は
こ
こ
で
言
う
「
諸
身
分
」
を
連
盟
協
約
に
署
名
し
た

諸
身
分
一
－
元
老
院
身
分
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
身
分
、
聖
職
者
身
分
、
王
領
都
市
民
一
と
み
な
す
の
に
対
し
、
s
・
サ
ル
モ
ノ
ヴ
ィ
チ
は
よ
り
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

般
的
な
意
味
－
即
ち
共
和
国
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
身
分
i
に
と
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か
一
義
的
に
解
釈
す
る
決
め
手
に
欠
く
が
、
仮
に

サ
ル
モ
ノ
ヴ
ィ
チ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
第
四
項
前
段
の
内
容
と
矛
盾
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
結
局
こ

の
三
語
が
削
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
削
除
に
よ
っ
て
第
四
項
と
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
、
協
約
の
対
象
と
な
る
身
分
の
範
囲
を
限
定

的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
問
題
の
第
四
項
の
領
主
一
領
民
関
係
の
規
定
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
に
は
幾

つ
か
の
古
い
外
国
語
訳
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
《
＄
σ
¢
q
。
》
説
に
有
利
で
あ
る
。
　
一
六
二
〇
年
頃
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
《
欝

ω
℃
露
岩
巴
ぎ
霧
・
ρ
奉
B
貯
。
，
器
。
三
日
ま
霧
》
は
《
貯
σ
Q
9
ω
窪
。
げ
2
ρ
雲
鳥
妻
鼠
け
腎
げ
①
⇔
＜
霞
σ
お
。
げ
①
⇔
》
、
一
八
世
紀
半
ぼ
の
訳
で
は
《
・
。
。
埼
〇
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

獣
σ
q
巴
。
。
窪
。
げ
窪
巴
ω
乏
Φ
洋
一
8
げ
①
づ
ω
p
。
げ
①
⇔
》
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
《
お
σ
質
し
n
》
を
と
っ
て
い
る
。
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
同
様 110　（752）
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④

で
あ
る
（
《
摩
羅
㊤
霞
。
げ
。
器
＄
巷
三
汁
¢
巴
8
ρ
＄
器
。
鼠
①
H
》
。
さ
ら
に
一
五
八
八
年
に
制
定
さ
れ
た
第
三
リ
ト
ワ
ニ
ア
憲
法
に
連
盟
協
約

が
編
入
さ
れ
た
際
に
は
こ
の
部
分
は
《
冬
野
譲
α
自
。
び
。
≦
昌
団
。
戸
冠
ぽ
。
一
協
三
〇
〇
置
。
び
旨
Φ
o
N
ρ
o
び
》
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
訳
さ
れ
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

禽
Φ
σ
¢
ω
》
を
補
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
以
上
の
例
の
み
を
も
っ
て
《
お
び
目
ω
》
が
入
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
章
で
引
い
た
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
会
の
修
正
案

は
、
間
時
代
人
の
間
で
も
こ
の
部
分
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
の
シ
ュ
ラ
フ
タ
は
《
げ
。
巳
ω
》

を
入
れ
る
こ
と
で
領
民
の
信
仰
を
問
題
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
驚
く
べ
き
先
進
的
な
主

張
で
あ
り
、
W
・
ソ
ビ
ェ
ス
キ
は
こ
の
《
㊤
切
樋
Φ
O
d
く
μ
P
H
O
》
（
「
但
し
信
仰
は
問
わ
な
い
」
）
は
、
農
民
に
も
信
仰
の
自
由
を
認
め
た
と
い
う
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
過
去
の
最
も
美
し
い
発
言
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
修
正
案
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
選
挙
議
会
版
の
テ
キ
ス
ト
に
は
《
目
Φ
σ
信
ω
》
も
《
σ
o
圧
出
》
も
挿
入
さ
れ
ず
、
文
面

は
曖
昧
な
ま
ま
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
照
会
が
提
案
し
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
に
関
す
る
付
加
が
テ
キ

ス
ト
B
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
は
な
は
だ
示
唆
的
で
あ
る
。
明
確
な
修
正
案
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方

で
こ
れ
を
退
け
、
し
か
し
他
方
で
《
窓
げ
¢
ω
》
を
挿
入
し
て
異
論
を
封
じ
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
曖
昧
さ
が
意
図
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
連
盟
に
関
与
し
た
人
び
と
が
故
意
に
暖
昧
さ
を
残
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
羅
漢
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
の
当
初
の
目
的
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
空
位
期
と
い
う
例
外
的
で
し
か
も
期
間
の
限
ら
れ
た
状
況
下

で
の
国
内
の
秩
序
と
平
和
の
維
持
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
起
草
者
達
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
新
た
な
体
制
の
創
出
に
で
は
な
く
、
可
能
な
限

り
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
四
項
の
領
主
－
領
民
規
定
も
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
的
な
口

実
の
も
と
で
反
乱
が
生
ず
る
の
を
予
防
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
状
に
何
ら
か
の
変
化
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
連
盟
に
参
加
し
た
シ
ュ
ラ
フ
タ
に
と
っ
て
は
従
来
通
り
の
領
主
権
の
存
続
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
（
「
も

111 （753）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
あ
　
　
カ
　
　
カ

し
こ
の
よ
う
な
逸
脱
が
信
仰
の
口
実
の
も
と
で
生
ず
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
蒋
に
は
、
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
時
に
お
い
て
も
、
各
領
主
は
〔
中
略
〕

不
服
従
な
領
民
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
）
、
こ
の
協
約
に
よ
っ
て
領
主
の
信
仰
選
択
権
を
樹
立
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
第
一
義
的
な
課
題
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
「
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
宗
教
改
革
」
が
進
行
す
る
中
で
領
主
に
よ
る
信
仰
の
強
制
を
定
め
る
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
連
盟
の
起
草
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
発
案
に
応
え
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
代
表
者
の
主
脳
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。
ハ
イ
デ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
協
約
の
執
筆
者
と
し
て
挙
げ
て
い
る
ク
ヤ
ヴ
ィ
司
教
カ
ル
ン
コ
フ
ス
キ
は
、
一
五
七
四
年
二
月
の
ア
ン
リ
の
戴
冠
式
に
際
し

て
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。
「
自
ら
の
領
民
の
財
産
と
身
体
に
対
す
る
権
利
は
領
主
た
ち
が
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
魂
に
対
す
る
権
利
は

持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
権
利
を
も
自
ら
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
無
神
論
が
生
ず
る
か
、
さ
も
な
く
ぼ
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
侮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

蔑
し
忘
れ
去
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
」
司
教
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
領
主
の
信
仰
選
択
権
を
否
定
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

宗
教
改
革
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
中
心
で
あ
り
、
農
民
へ
の
浸
透
の
度
合
い
は
弱
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
協
約
に
《
器
σ
口
。
。
》
を
明
記
し
て

領
主
の
領
民
に
対
す
る
信
仰
の
強
制
へ
の
道
を
開
く
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
自
ら
の
足
元
を
掘
り
崩
す
行
為
に
等
し
か
っ
た
で

　
　
⑧

あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
サ
ン
ド
ミ
ェ
シ
ュ
州
会
の
要
求
す
る
よ
う
に
《
び
。
ぼ
ω
》
を
挿
入
し
て
農
民
の
信
仰
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
は
論
外
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
何
ら
の
修
正
も
施
さ
れ
ず
、
意
図
的
に
連
盟
協
約
は
文
意
不
明
瞭
な
ま
ま
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
連
盟
協
約
の
内
容
と
成
立
過
程
か
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
寛
容
の
行
方
が
、
も
っ
ぱ
ら
聖
俗
領
主
か
ら
成
る
支
配
階
層
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
広
範
な
宗
教
的
自
由
を
保
障
し
た
こ
の
協
定
は
同
時
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
制
史
上
、
領
主
の
領
民
に
対
す
る
裁
判
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
独
占
を
明
示
し
た
文
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
支
配
階
層
内
部
の
利
害
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
連
盟
協
約
第
三
・
四
項
の
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

キ
ス
ト
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
の
経
緯
は
、
こ
の
協
定
が
新
旧
両
宗
派
の
力
関
係
の
均
衡
の
う
え
に
成
り
立
っ
た
微
妙
な
妥
協
の
産
物
で
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
宗
教
的
自
由
が
保
障
さ
れ
、
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条
項
」
へ
の
組
み
込
み
に
よ
っ
て
そ
れ
が
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
基
本
的
な

権
利
に
属
す
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
王
朝
断
絶
前
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
同
権
を
求
め
て
闘
っ
て
き
た
改
革
派
シ
ュ
ラ
フ
タ
側
の
勝
利
で
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あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
三
位
一
体
派
を
も
含
む
全
宗
派
に
等
し
く
生
存
権
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
で
、
サ
ソ
ド
ミ
ェ
シ
三
二
宗
派
に
よ
る

国
教
会
設
立
の
夢
は
む
し
ろ
遠
の
い
た
。
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
異
端
」
と
の
共
存
を
法
制
上
余
儀
な
く
さ
れ
な
が

ら
も
、
領
主
の
信
仰
選
択
権
問
題
を
曖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
め
、
聖
職
禄
の
保
全
を
取
り
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

①
　
例
え
ば
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
」
と
呼
ば
れ
た
ミ
コ
ワ
イ
・
シ
ェ
ニ

　
ツ
キ
。
　
ω
・
O
旨
《
σ
o
毛
ω
江
㌧
と
曲
射
。
肖
p
U
ω
｛
o
蝕
。
ζ
一
U
o
讐
。
ω
8
”
o
。
。
。
n
o
隔
旨
ひ
毛

　
勺
。
冨
賦
9
、
、
㌧
O
鵠
挿
N
（
δ
零
y
ω
◎
旨
一
瞬
目
b
。
．

②
　
勺
富
N
p
㌧
愚
e
翫
罰
ω
．
①
①
…
の
9
ヨ
。
コ
。
≦
8
N
℃
§
●
ミ
計
ω
』
Q
。
．
当
時
の
ポ
ー
ラ

　
ン
ド
に
お
け
る
「
身
分
。
。
山
導
鵠
、
無
p
昌
」
と
い
う
語
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
冒
鵠
儲
ω
N

　
8
■
竃
9
0
貯
欝
訂
。
こ
”
ω
欝
『
o
℃
2
巴
【
ρ
ズ
葺
。
σ
q
o
諜
鉾
こ
珍
9
コ
．
、
－
鑑
9
呂
嵩
位
）
o
哩
瞬

　
。
。
即
9
く
乱
。
ジ
く
。
。
。
N
冨
。
げ
o
o
江
㊦
3
、
顛
§
1
ω
（
お
◎
。
し
。
y
の
。
島
α
ム
A
Φ
を
参
照
。

③
o
Q
o
げ
凶
①
ω
匡
b
臥
9
§
。
§
ミ
恥
も
．
b
。
お
1
悼
念
e

④
　
奪
ミ
．
》
ω
「
島
ひ
ホ
φ

⑤
　
囚
。
δ
欝
9
§
．
9
鳳
二
。
。
。
窃
9

⑥
ω
o
σ
溶
ω
匡
嚇
愚
■
ミ
こ
。
α
．
謡
P

⑦
丙
自
。
節
p
§
’
鼠
ひ
ω
．
錯
よ
り
引
用
。

⑧
ω
♂
旨
謡
瀞
置
噂
尋
ぴ
§
喝
ω
●
一
q
占
①
．

⑨
量
器
N
昌
母
。
ミ
涛
一
い
。
診
＆
8
ω
匡
層
愚
噸
ミ
‘
ω
’
器
．

⑩
ジ
ョ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
五
七
二
年
の
時
点
で
の
主
要
世
俗
元
老
院
議
員
（
廷

　
臣
・
州
知
事
・
城
守
）
の
宗
派
別
構
成
は
次
の
通
り
。
全
六
九
名
中
、
プ
ロ
テ
ス

　
タ
ン
ト
三
六
〔
う
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
の
改
宗
老
一
＝
　
（
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
派
＝
二
、

　
ル
タ
ー
派
七
、
ボ
ヘ
ミ
ア
兄
弟
団
一
）
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
よ
り
の
改
宗
者
】
五
（
全

　
員
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
）
〕
、
カ
ト
リ
ッ
ク
ニ
五
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
八
。
冒
σ
。
昼
魯
・

　
職
馬
こ
℃
ワ
一
語
∴
器
．

ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

お
　
わ
　
り
　
に

　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
は
、
他
の
西
欧
諸
国
の
寛
容
令
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
流
血
の
果
て
に
結
ぼ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
既
に

ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王
朝
断
絶
前
に
事
実
上
存
在
し
て
い
た
寛
容
な
社
会
状
況
を
確
認
し
、
そ
れ
に
法
的
な
保
障
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
連
盟
協
約
は
現
状
の
凍
結
を
前
提
と
す
る
、
非
常
時
に
お
け
る
政
治
的
妥
協
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ゾ
ソ
ロ
デ
タ

そ
の
よ
う
な
妥
協
を
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
諸
民
族
が
共
存
す
る
国
家
理
性
の
要
請
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
ひ
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
は
宗
派
間
の
敵
対
を
上
園
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
身
分
内
の
結
合
一
そ
れ
は
政
治
的
特
権
へ
の
宗
教
的
自
由
の
包
摂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る

一
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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仮
に
緊
急
避
難
的
な
意
図
か
ら
成
立
し
た
に
せ
よ
、
一
旦
国
家
の
基
本
法
と
し
て
認
知
さ
れ
れ
ば
法
規
は
新
た
な
意
味
を
帯
び
始
め
る
。
し

か
し
、
元
来
、
法
規
が
守
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
保
た
れ
て
い
た
寛
容
で
あ
る
だ
け
に
、
社
会
の
法
意
識
が
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
限
り
、
力
関

係
の
変
化
が
生
ず
れ
ば
、
今
度
は
寛
容
を
保
障
す
る
法
規
自
体
が
死
文
化
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は

連
盟
協
約
承
認
後
の
諸
宗
派
共
存
の
実
態
に
は
踏
み
込
め
な
か
っ
た
が
、
そ
の
意
味
で
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
に
と
っ
て
の
政
治
的
自
由
と
宗
教
的
自

由
と
の
結
合
の
在
り
方
が
、
こ
の
協
約
の
現
実
の
機
能
を
大
き
く
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
測
で
き
る
。
そ
の
変
化
を
跡
づ
け
る
こ
と
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
最
後
に
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
連
盟
協
約
が
政
治
的
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
寛
容
の
意
義
を
細
め
る

も
の
で
は
な
い
。
い
か
な
る
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
れ
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
は
近

世
の
ヨ
ー
戸
ッ
パ
に
お
い
て
貴
重
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
逃
れ
た
反
三
位
一
体
派
マ
ル
チ
ン
・
ル
ア
ル
嵐
賃
。
王
国
g
錠

は
、
こ
の
国
に
来
た
理
由
と
し
て
「
王
国
の
諸
身
分
の
連
盟
と
国
王
の
厳
か
な
宣
誓
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
良
心
の
黄
金
の
自
由
」
を
あ

　
　
　
②

げ
て
い
る
。
こ
の
寛
容
な
体
制
は
一
七
世
紀
半
ぼ
に
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
自
身
が
分
割
以
後
の
苦
難
の
時
代
に
こ
の
協
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
誇
り
に
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
啓
蒙
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
成
果
が
こ
の
国
に
避
難
し
た
人
び
と
の
遺
産
に
負
う
と
こ
ろ
少
な
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
一
六
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
的
寛
容
は
時
代
を
越
え
た
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

⑤、
つ
。
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①
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
本
稿
で
は
現
象
面
の
ト
レ
ー
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
包
摂
の
構
造
を
政
治
理
念
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
解
明
す
る
作
業
は
今
後
に
残
さ
れ

　
て
い
る
。

②
　
≦
．
ω
o
σ
一
瓢
江
：
㌧
蜜
p
弓
。
ぎ
弾
弓
ヨ
。
・
、
、
、
肉
挿
一
（
一
り
ト
σ
一
）
覧
ρ
誌
①
．

③
智
甫
e
。
N
鐵
縁
；
℃
o
巨
鼠
。
一
〇
9
0
0
覧
三
①
o
犀
8
h
巴
。
欝
。
鴇
ξ
窺
。
。
N
ρ
。
’
く
ω
ξ
ε
、
げ

　
O
肉
担
一
〇
（
一
㊤
課
）
℃
ω
．
H
曲
解
窃
Q
。
璽

④
中
肉
前
掲
論
文
参
照
。

⑤
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
的
寛
容
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
懐
疑
的

　
な
意
見
も
あ
る
。
「
〔
ワ
ル
シ
ャ
ワ
〕
遮
盟
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
偉
大

　
な
達
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
終
末
期
に
成
し
遂
げ
ら
れ

　
た
。
そ
れ
は
既
に
多
く
の
点
で
バ
ロ
ッ
ク
的
な
世
界
の
中
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な

　
調
稲
で
は
な
く
暴
力
的
な
闘
争
が
支
配
す
る
世
界
の
中
で
達
成
さ
れ
た
の
で
あ



る
。
〔
中
略
〕
そ
れ
〔
連
盟
〕
は
安
定
的
な
要
因
を
な
し
た
。
し
か
し
世
界
は
前

に
進
ん
で
い
た
。
秩
序
で
も
な
く
、
平
和
と
調
和
で
も
な
く
、
闘
争
と
紛
争
が
世

界
を
前
へ
と
推
し
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
G
Q
．
○
嵩
《
σ
9
蕊
置
㌧
こ
ロ
ニ
覧
容
冤

け
2
賃
p
昌
3
・
甘
。
ξ
国
旨
。
も
ざ
N
ρ
畠
。
α
巳
。
噺
、
、
℃
O
鵠
勺
、
お
（
H
り
謡
）
”
ω
．
お
．
し
か

し
、
こ
う
し
た
歴
史
哲
学
的
な
総
括
を
急
ぐ
前
に
、
　
六
世
紀
宋
か
ら
一
七
世
紀
半

ば
に
か
け
て
複
数
宗
派
の
共
存
と
い
う
与
件
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
の
中
で
帯
び
た

意
味
を
宗
教
社
会
史
的
な
視
角
か
ら
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
冒
↓
p
N
σ
一
『
；
譲
邑
餐
5
く
曽
㈹
芝
凋
≦
窃
島
ε
一
段
§
且
一
、
、
・

’
く
…
嵐
．
㌧
砺
顛
ミ
ミ
ぎ
、
ミ
曙
特
。
㌃
ミ
§
を
鍵
ω
鑓
毛
9
お
○
。
0
．
。
。
●
δ
心
占
刈
ω
に
も

興
味
深
い
省
察
が
見
ら
れ
る
。

（
島
根
大
学
法
文
学
部
講
師

ワルシャワ連盟協約の成立（小山）

l15　（757）



to　formality－which　is　to　say　that　because　the　foreign　message　is　impolite，

the　Bakufu　feels　no　need　to　reply　一was　to　restrain　the　measures　of

repiying　taken　by　the　Court　and　to　secure　the　inntiative　of　the　Bakufu

in　diplomatic　matters．

　　Second，　I　analyze　the‘‘February　Strife”二二月騒動that　exposed　the

contradictions　within　the　Bal〈ufu　just　before　the　Mongol　invasion．　After

the　strife，　the　power　of　the　Tokus6　established　the　leadership　of　policy，

but　the　Tokus6’s　consciousness　of　political　unrest　was　not　resolved．

　　Third，　behind　the　counterattack　plan　toward　Korean　Peninsular異国征

伐there　lay　the　instability　of　the　defens6　system　caused　by　the　economic

burdens　and　complaints　of　the　Gokenin　in　Kyttstt．　The　plan　attempted

not　only　resistance　of　the　foreign　invasion，　but　also　the　reinforcement

and　reorganization　of　the　defense　system　as　well　as　the　extension　of

the　power　base　of　the　Tokus6．

　　Last，　in　order　to　restrain　both　the　thought　and　behavior　of　warriors

who　had　not　considered　the　national　crisis，　and　to　unite　and　control

them　under　the　authority　of　the　Shogun，　the　Bakufu　gave　orders　that

the　temples　and　shrines　in　various　provinces　pray　for　the　sttrrender　of

the　foreign　enemies，　and　conducted　the　restoration　of　the　lchinomiya

and　Kokubunji　in　various　provinces．

The　Conclusion　of　the　Confederation　of　WarsavQ：　The

　　　　Legal　Foundation　of　the　Religious　Toleration

　　　　　　　　　　in　the　Sixteenth－Century　Poland

by

KoyAMA　Satoshi

　　From　the　sixteenth　to　the　mid－seventeenth　century，　Poland　became

an　“Assy1um　of　Heretics”　in　Europe．　Various　re1igious　sects，　including

the　radical　reformers　who　were　not　admitted　to　live　in　Western　Europe，

coexisted　peacefully．　Why　was　it　possible　in　this　country？　To　answer

this　question，　the　author　focuses　on　the　Confederation　of　Warsaw，　which

was　concluded　to　guaranntee　the　religious　peace　in　the　first　interregnum

after　the　extinction　of　the　Jagiellonian　dynasty．　Through　the　examination

（801）



of　the　text　and　the　process　of　enacting　this　Confederation，　the　foliowing

points　were　indicated：　1）　Before　the　extinction　of　the　Jagie11onian

dynasty，　there　already　existed　a　de　facto　religious　peace，　which　owed　to

the　multlnational　raison　d’etat　of　Poland　and　the　impaired　functioning

of　the　executive　power　as　the　result　of　the　strong　social　ties　of　the

sglachta．　2）　The　aim　of　the　Confederation　was　not　to　establish　a　new

reg2me，　but　to　maintain　the　status　quo　in　the　interregnum　as　far　as

possible．　3）　By　this　Confederation，　Protestants　were　ensured　the　right

to　live　as　before，　while　Catholics　consciously　ieft　ambiguous　the　problem

of　the　seigniorial　right　to　coerce　one’s　owエ1　faith　and　secured　the

ecclesiastical　benefices．
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